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午前 ９時４８分 開議 

ủ  ただいまから平成22年第３回東大和市議会厚生文教委員会を開会いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

ủ  初めに、第20号議案 東大和市国民健康保険税条例の一部を改正する条例及び22第２

号陳情 東大和市国民健康保険税の値上げに反対する陳情、以上議案１件、陳情１件を一括議題に供します。 

  第20号議案につきましては、既に本会議におきまして提案理由の説明が終了しております。 

  ここで陳情の朗読をいたさせます。 

ủ  朗読いたします。 

  22第２号陳情 東大和市国民健康保険税の値上げに反対する陳情 

ủ  これより一括議題といたしました議案及び陳情について質疑を行います。 

ủ   この22第２号陳情の国民健康保険税の値上げに反対する陳情の趣旨と理由の中に、国民

健康保険税が差し引き１億800万円を超える大幅増税になるという中身、これの確認と低所得者に対するとい

うことで、減額割合が21年度のときでは、６割減額、４割減額の中で処理をしてきたということが、今度は平

成22年度の改正では、７割減額、５割減額、２割減額ということで、低所得者の軽減措置を配慮した改善が行

われていると私は思っているんですが、その中身について具体的にお伺いしたいと思います。 

  以上です。 

ủ  ただいまの税額等の増加額でございますけれども、諮問をいたしまして、答申

をいただきましたときの資料、また全員協議会の場でお配りした資料もございますけれども、保険税の調定額

ベースでの増額の見込みが１億828万4,000円でございます。また、保険基盤安定制度に伴います繰り入れの見

込みを4,004万4,000円というふうに見込んでいるところでございます。 

  なお、伸びにつきましては5.6％、限度額を含めた場合の伸びの見込みということで、平均では4.0％という

程度の伸びというふうに見込んでいるところでございます。 

  また、７割、５割、２割の減額でございますけれども、国におきまして税制改正大綱におきまして、平成22

年度において実施をされるという予定がございますので、従来の６割、４割の減額よりも、より低所得者に対

応するということでございますので、７割、５割、２割の減額を選択をするという判断をいたした内容でござ

います。 

  以上でございます。 

ủ  それでは、幾つか伺います。 

  今の答弁にありましたように、昨年の12月22日、平成22年度税制改正大綱で減額割合については、これまで

６割、４割だったわけですけれども、７割、５割、２割に移行するためには、応益割を引き上げなくちゃいけ

ないという縛りがなくなって、無条件にそういう意味では、７割、５割、２割を選択することができるように

なったということですから、今国保税が高くて大変だ、自殺者も出るというような状況の中で、低所得者への

軽減策をとるのは当然だというふうに思います。同時に、１億800万円の増税をなぜ今この時期に――景気が

非常に悪化して市民の暮らしが悪化している、こういう状況の中でなぜこの時期にこういう値上げが提案され

るのかというのは、到底市民の理解は得られないというふうに私は考えています。 

  そこで、２点伺います。 

  一つは、今回の値上げの理由は何なのか。 
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  それから、もう一つはこれまで二度否決をされています。いつといつ否決をされたか、そしてなぜ否決され

たというふうに市は考えているのか、この２点伺います。 

ủ  まず、１点目の値上げの理由でございますが、国保会計は本来は特別会計ですから、

保険税と公費で運営してかなきゃいけませんが、なかなかそれが運営できず一般会計からの多額な繰り入れを

受けてやっております。それもなかなか困難な状況になってきて、ある程度の被保険者の方に負担を求めない

と運営ができないということもございました。医療分については、10年間改定が行われていないということも

ありまして、ここで改定の検討をしたということでございます。 

  あと２点目ですが、過去２回、20年の第１回の定例会で改定の議案を出しております。あと、20年の第４回

の定例会に出しております。20年の第１回のときは19％の改定案でございました。改定率ですね。20年の第４

回―まあこのときは７割、５割、２割の軽減を入れるため、応益割合の引き上げを―盛り込んだ内容で

した。20年第４回の改定の改定率は5.3％でございます。２回とも成立には至っておりませんが、その理由と

しましては、なかなか御理解が得られなかったというふうには認識はしております。 

  以上でございます。 

ủ  ちょっときちっと説明してもらわなくちゃ困ると思うんですよ。私言いましたけども、

これだけ景気が悪い。国民の暮らし、まあ後でも言いますけども大変厳しい、市民の暮らしも大変厳しい状況

になっている中で、なぜ値上げなのかと聞いているんです。それで、それに対して10年間値上げしてこなかっ

たとか、国保会計経常的に苦しいとか、そういう一般的な話じゃなくて、もっときちっと数字も示して値上げ

の理由を言ってもらわなければ、到底これ納得できないと思います。 

  それから、なぜ否決されたのかって理解得られなかったから否決されたって当たり前のことなんです。なぜ

理解が得られなかったと考えているのかというのを聞いているんですよ。どうでしょうか。 

ủ  この時期の値上げということでございますけれども、国民健康保険事業会計に

つきましては医療会計でございますので、歳入というよりは歳出におけます財源を、この会計の自主財源でご

ざいます税をもって補てんをするというのが一般原則でございます。繰入金という問題もございますけれども、

これは私どもの国保のほうから決定するということができるものではございませんので、全体のフレームの中

で税をもっていかに予算収支をとり、市民の皆様に医療を御提供できる状況を用意できるかということかとい

うふうに思っております。そのような中で、全体収支の中で歳入が不足するということでございました場合に

は、基本的には税をもって財源を確保するということが必要でございますことから、税を改定してお願いをす

るというところでございます。 

  以上でございます。 

ủ  今なぜ値上げだという御質問でございますが、確かに今現在市民の所得は減尐して

いるような状態でございます。それは重々認識しているところでございます。国民生活は、このような形の中

で大変困窮していることも私どもわかっているところでございます。ただ、国民健康保険そのものの運営につ

きましては、やはり構造的な問題もあります。そういうような中で、国民健康保険の運営を今後も健全に運営

していくためには、どうしても今回値上げをせざるを得ないと、そういう形の中で今回値上げを提案したとこ

ろでございます。 

  それで、今までなぜ否決になったかということでございますが、今までの御質問の中では、要するに10年間

もほうっておいてなぜ急に上げるんだと、そういうような内容がありましたので、要するに市民説明が足り
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なかったんではないかと、そういうような話がありました。そういう形の中で、今回私どもは説明会等を開き

まして、市の財政につきましても御説明した上で、先ほど話した中で今回値上げの提案をしたところでござい

ます。 

  以上でございます。 

ủ  構造的な問題があります。国からの国庫負担の問題も含めて、それで国保加入者が健康

保険としては最後のセーフティネットの部分になっているわけですから、国のほうできちっと財政措置をやら

なければ、これ運営していけないという状況はあるわけで、そういう点で構造的な問題はあります。それは10

年前もそうです。５年前も、３年前も、今も、だからなぜ今なのかと聞いているのに、そういう一般的なこと

で答弁されては困るんですよね。それで諮問を出していますよね。この諮問の中では、この改定の理由につい

て何て言っているのか。それから市長の施政方針ありますよね。この中では、値上げしなくちゃいけない理由

について何て述べているのか。こういう聞き方だったら、もう尐しきちっと答弁していただけますか。 

ủ  まず諮問ですが、１月12日に国民健康保険運営協議会のほうに諮問をしております。

諮問書の中には、諮問事項として改定の税率等が書いてありまして、諮問理由ということがその中にも述べて

おります。ちょっと長くなりますが読ませていただきます。 

  「国民健康保険事業については、独自の財源によって運営することが困難であることから、市の一般会計か

らの繰入金に大きく依存し、非常に厳しい財政運営を余儀なくされているところであります。しかし、一般会

計においても、財政状況は逼迫しており、国民健康保険事業の財源の不足を全て補填することは困難な状況に

あります。これまで、国民健康保険税の医療給付費分については、平成12年度以降、10年間改定を行ってまい

りませんでした。そのため、平成20年度の国民健康保険事業の決算は、赤字となりました。現在、東大和市第

３次行政改革大綱推進計画の国民健康保険税の見直しの方針を基本に、国民健康保険税の見直しを行い、国民

健康保険事業の健全な運営を図ることが重要な課題となっております。このことから、国の平成22年度税制改

正大綱で示された国民健康保険税の改正を踏まえ、低所得者の負担に配慮した、７割、５割、２割の減額割合

を選択し、税率及び課税限度額の改定を行うものであります。」ということが改定理由でございますので、先

ほどこの内容を御説明したというふうに思っております。 

  あと施政方針のほうについては、課長のほうから御説明いたします。 

ủ  それでは、施政方針におきまして御説明を申し上げました内容につきまして、

若干お時間をいただきまして御説明申し上げます。 

  国民健康保険事業につきましては、国民皆保険制度の根幹をなす制度といたしまして、医療の確保を通じま

して健康の保持、増進に貢献をいたしまして、市民の皆様の日常生活を支える制度であるということでござい

ます。「しかし、財政的な問題は、平成20年度から実施をされた医療制度改革に関わらず依然として厳しい状

況にあります。特に、平成20年度からスタートした前期高齢者交付金制度が平成22年度に精算される事となり

ますが、精算額が全国規模で約1,000億円と見込まれ、当市においてもその影響が生じているところでありま

す。 

  また、今日の社会状況を反映し、保険税収入の低迷、医療費の増加などにより、国民健康保険の財政運営は

厳しい状況にあり、毎会計年度、不足する財源を一般会計から繰入れし、財政運営を行っているところであり

ます。国民健康保険事業を安定して運営するためには、歳入の根幹となります国民健康保険税の確保が重要と

なります。このため、平成22年度の国の税制改革大綱で示された、国民健康保険税の改正の動向を踏まえ、低
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所得者の負担に配慮した国民健康保険税の税率等の改定を行うこととし、東大和市国民健康保険運営協議会に

諮問し、答申を頂いたところでございます。このため、平成22年度の国民健康保険税については、低所得者の

負担に配慮した、７割、５割、２割の減額割合を選択し、税率及び課税限度額の改定を行い、歳入の確保を

図ってまいります。」といたしております。 

  以上でございます。 

ủ  両方とも該当部分を全文読み上げていただきましてありがとうございました。 

  今読んでいただいた内容で、諮問のほうは一つには10年間改定を行ってこなかったために、平成20年度の国

保事業の決算が赤字になったと書いてあります。それで、10年値上げしなかったから平成20年度は赤字になっ

たと書いているんですけれども、議員に配られた「東大和市国民健康保険の財政状況について」、ここで６

ページにその他の繰入金の推移があります。平成18年度は８億5,298万円、平成19年度は６億867万円、ところ

が平成20年度は４億1,136万円、ですからその前数年は７億円、８億円、６億円という、いわゆる赤字繰り入

れしていたものが、平成20年については２億円以上減らして４億円に激減させたと。その結果、平成20年度の

国保会計が1,700万円の赤字になったと。要するに、それまで一般会計から入れていたお金を減らしたから赤

字になったというのが事実ではないですか。 

ủ  20年度の決算においては、繰入金は４億1,000万円ちょっとですね。結果として、

決算では1,700万円ほどの赤字が出ていると。20年度が繰入金が４億円と、19年度に比べると２億円近く減っ

ているということは事実でございます。ただ、先ほど御説明しましたとおり、大変繰り入れも困難になってき

ているということで、19年度保険税の改定の御提案をさせていただきました。ただ、先ほど御質問ありました

とおり、これについては御理解が得られず成立をしておりません。その中で予算を編成してきたわけですけど

も、４億円で1,700万円程度の赤字で済んだということの背景としましては、一つは幾つかの要因はあるんで

すけども、共同事業交付金というのがあるんですが、これが国保連合会の保険制度で各保険者に交付する額な

んですが、この額の算定ミスがありまして過払いがありました。これが7,600万円ほどですね。あと、先ほど

課長のほうで施政方針の中で説明しました前期高齢者交付金というのがあります。これは、20年度から新たに

始まった制度です。これにつきまして、20年度かなりの額が交付されたと。これが22年度に精算になるんです

が、ここでその精算額がはっきりしまして、４億円の精算が22年度に行われると。ということは、逆に申しま

すと20年度はその４億円が多く来ていたということも言えると思います。ただ、これがそのまま一般財源とし

てそっくり来ていたかというと、国の補助金との調整などもありますから、６割ぐらいがまあ一般財源の負担

になるんですけども、その２億5,000万円ほどでございます。 

  こういったいろんな要因が重なって、結果として４億円で済みましたが、ただ国保会計の構造的な赤字の体

質というのは変わっておりません。この年度は当初予算も否決をされ、その後暫定予算を組み６月の議会で通

年予算を組んだわけですが、そのときもいろんな御指摘をいただいておりますけども、その中で何とか収支の

均衡を図る予算を組んだという実情もあります。これにつきまして、このときにある程度の改定がされていれ

ば、この年は赤字にならなかったでしょうし、今回出る４億円の返還についても、それなりの対応ができたと

いうふうに思っておりますので、10年間上げてこなかったということが、やはり保険税の収入を伸ばしており

ませんので、財政的にはかなり大きな要因とはなっていると。あと一般会計の状況もあると思います。国保が

国の補助金と保険税だけで運営できていなくて、一般会計に依存していることは間違いありませんので、一般

会計からどこまで支援をいただけるかによって、国保の税のあり方も当然変わってくるのが事実でございます。 
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  以上です。 

ủ  今御説明ありましたけれども、計算間違い7,000万円ぐらいあったと。だから、それを

加えれば１億円ぐらいになるよという話は、そこまではわかります。前期高齢者交付金の問題は、10年間改定

しなかった問題とは全く関係なく、平成20年度から新たに導入された制度がどうだったのかという別の、これ

はまた全く別の問題ですよね。ですから、10年間値上げしなかったから赤字になったということではないわけ

です、そういう点では。やはり、繰入金を２億円減らしたというのがこの赤字の原因だと。だから、10年間値

上げしなかったから赤字になっちゃったというのは、みずから繰入金を減らして赤字をつくっておいて、だか

ら値上げしてくださいというやり方だと私は思います。それが１点です。 

  それから、今一般会計の状況について尐し言及がありましたので、これは諮問理由の中にも書いてあります

ね。一般会計も大変だというふうに書いてあります。その点で伺いたいんですけれども、私は12月議会でも市

の一般会計がどうなっているのかという問題について取り上げました。それで、その中で平成20年度について

は、それまでずっと減り続けていた経常一般財源が３億円ふえたというふうに指摘をされています。このこと

によって、市の財政19年までどんどん貯金を取り崩すということから、何とか貯金を積み増す方向へ転換でき

ているわけですけれども、この経常一般財源の額、平成19年が143億9,553万9,000円だったものが、約３億円

ふえて、平成20年には147億1,147万1,000円にふえています。これ21年、22年では、どういう状況になってい

るのか伺います。 

ủ  歳入の経常一般財源ということで、新年度に向けての予算の一般財源でござい

ますけれども、平成21年度では146億8,386万1,000円でございます。22年度でございますが149億9,362万2,000

円。 

  以上でございます。 

ủ  平成20年から21年は2,000万円か、3,000万円減っていますね。だけど、21年から22年に

は、さらにまた３億1,000万円ぐらいふえているという状況になっています。さらに、これに加えて不況対策

ということで、国が補正予算を次々と組んできています。これは、平成20年12月補正では500万円、安心実現

総合対策交付金、21年３月補正では生活対策臨時交付金5,300万円、21年６月には緊急雇用創出500万円、９月

には経済危機対策２億684万円、22年３月議会では、今議会ですね、きめ細かな臨時交付金というので9,200万

円というふうに、この一般財源がふえているのに加えて、さらにこういう交付金等が来ているという状況に

なっているわけですね。そういう点では、過去二度にわたって国保の値上げが否決をされたという状況に比べ

ると、市の財政状況は一息つくという状況になっているのは事実だと思いますがどうですか。 

ủ  今国の補正絡みでのさまざまな交付金関係も含めてということでお話をいただ

きましたけれども、それらの事業については、事業の中身そのものも経済対策ということの中で、なかなか予

算化できない事業等もピックアップいたしまして、営繕的なもの、そういうものも行ったり、緊急対策として

早急にやる溢水対策とか、それらを対象としたわけでございますけれども、市財政を考えたときに、それで一

息つけているかといいますと、なかなかそうとも言えないと思います。先ほどの経常一般財源はふえただろう

というお話をちょうだいしておりますが、この中身を見ますと臨財債の関係が15億円認められておりますので、

これが昨年は10億円でございました。これは大きく言っておりますけど、数字はですね。そうしますと、そこ

で５億円という開きがあります。これは借り入れですので、交付税措置等がございますけれども、これは地財

計画次第では、今後どれだけ借りられるか非常に不安定な財源です。そうしますと、決して純粋な経常一財が
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例えば市税とか、そういうものがふえたわけではございません。したがって、こういう観点から見て決して一

般財源がふえたということには、なかなか結びつきにくい状況があります。 

  それから、今年度の予算の措置の段階でも尐しお話しさせていただきますと、やはり当初、予算編成の際に

も市税の落ち込みがありまして、そこから歳入が非常に不安定な状況でした。加えて、歳出におきましては、

子ども手当の地方負担という点、あるいは生保、そういったところの要素がございましたので、これもそのた

めに対策をかなりとりました。歳入でも財産の売り払いもせざるを得ないということ、それとか基金の財調も

取り崩さない方針でおりましたけれども、残念ながら4,000万円弱を取り崩すという状況に至りました。歳出

でも人件費、これが約１億9,000万円弱の削減をしました。民間委託によりましても、約１億円弱の効果、歳

出減と。経常的経費も最終的にフレームを組んだときに、さらにまだ足らないということがありまして、経常

的な経費も3,000万円詰めました。こういった段階を踏まえますと、決して一般会計が一息ついたということ

ではなくて、財政の健全化ということは当然求められますので、今後ともこの中で予算編成は非常に厳しい中

で行っていますので、こちらのほうの財政の立場といたしますと、決して一息ついているという状況ではない

と思います。 

  以上でございます。 

ủ  一息ついたというのは、平成20年度の地方財政計画をつくったときに、国のお役人さん

がそう言っているんですよね。地方自治体それどころじゃないと、大変だというのは、そのとおりだと私も思

います。ただ、予算編成方針でもずっと東大和市の予算編成を見てみると、先の展望が、先がよくわからない

不透明だということは書き続けています。確かにそうですよね。ただ平成19年までというのは、国が地方への

支出をどんどん減らしてくると。その中で、東大和市も貯金をどんどん取り崩して、もうこれ以上取り崩せな

いよというところまで貯金が減ってしまうという、実際に地方財政計画の中で地方への支出が切り詰められて

いく中での展望のなさなんですよ。ところが、19年から20年、21年、22年というのは、先の長期的な方向は

はっきりしないけれども、尐しずつ地方への支出がふえてくるという状況の中で、しかし来年はどうなるかわ

からない、再来年はどうなるかわからないという展望のなさ、それはおのずと違うわけです。今市税収入も大

変だという話がありましたので、ちょっと言いますと―それから臨時財政対策債の問題、これは本来地方

交付税として国が措置すべきものを借金で賄うということで、これをこの先もずっと続ければ破綻するわけで

すよね、地方交付税の財政。だから、これは自民党政府のときから、鳩山総務大臣のときから、地方交付税の

繰り入れはふやさなくちゃいけないということで課題になっていて、これやらなければもう制度そのものが破

綻しますから、これは国の責任できちっとやらなくちゃいけない、そういう問題です。 

  ただ、いずれにしましても、臨時財政対策債、そういう地方交付税の代替措置としてやられているわけです

から、この二つの合計額と、それから市税収入の額、交付税や何やふえても市税収入が減ったらどうしようも

ないという話になるわけですから、この推移がどうなっているかというのを見てみても、2006年ですから、こ

れは平成18年になりますかね、これが131億7,000万円です。その翌年、2007年が137億7,700万円、平成20年が

139億4,200万円、平成21年は142億2,800万円、それから平成22年は145億6,800万円、こういう形で市税収入と、

それらの交付税措置などを足した数字でも、この２年、３年というところで、増加に転じているという状況に

なっているわけです。私は、だからといって市の財政が楽になったと、もう左うちわで何もやらなくてもやっ

ていけるよという状況になっているとは一切思いません。やはりそれは、厳しい財政運営が求められるという

状況であることは間違いないと思います。 
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  いただいた資料で、これは「東大和市国民健康保険の財政状況について」という資料ですけれども、７ペー

ジで平成19年度のその他の繰入金26市１人当たり金額というのが出ています。平成19年度でいうと、東大和市

は要するに赤字で一般会計から国保に繰り入れている額が６億867万9,000円で、１人当たりの繰入金額でいう

と１万9,525円、これは下から数えて５番目、だから赤字繰り入れがべらぼう多くて大変だ、他市に比べても

べらぼう多くてここを何とかしなくちゃいけないという状況にもないということであれば、確かに一般会計、

東大和市財政大変です。だけど、今経済状況からいえば、市民の暮らしのほうがもっともっと大変だと、貯金

を積み増すどころか取り崩して暮らしているという人がたくさんいるわけですから……。 

ủ  尾崎委員に申し上げます。質疑は簡明にお願いいたします。 

ủ  そういう点で、一般会計について厳しいから国保を値上げせざるを得ないということに

はならないんではないかというふうに考えますが、いかがでしょうか。 

ủ  私のほうから、まず２点お答えさせていただきたいと思うんですが、尾崎委員のほ

うから繰入金が尐ないから赤字になったというような御説明があったわけですが、裏を返すと意図的に市が

やったのではないかと、繰入金を尐なくしたから、こうなったということを今とらえるわけでございますが、

本来国保財源というのは独自な会計ですから、それで運営するのが本来の形なんでございますが、それが構造

的なものでありますから、構造的にいろいろ問題を抱えておりますので、それは問題があるということででき

ないということで、一般会計から要するに繰入金を出したと。ただ、一般会計も非常に逼迫してきたと、そう

いう形の中で全額補てんができませんので、保険税を上げていただいて、幾らかでも足らない分を保険税を上

げたいと、そんなふうな形で提案したのが一つ。 

  それと、先ほどお話がありました要するに一般市民も大変だと、なぜここで上げるということでございます

が、それは十分にわかっているところでございます。その中で、私どもは先ほども話したとおり、国保財源の

安定、財政運営の安定を図るために、低所得者の対策、７割、５割、２割、そういうものを入れた中で最低限

の今回値上げをお願いしたと、そういう状況でございます。 

ủ  今の話を受けて質疑させていただきますが、７割、５割、２割、低所得者の方のため

の対応ということで質疑の方、それから答える方がされていると思います。これらの減額される世帯の条件、

どういう方々が７割、５割、２割の減額をされるのか教えてください。 

ủ  ７割、５割、２割の条件ですが、まず７割世帯でございますが、これは前年所得の

市町村民税の基礎控除額を超えない世帯ということですから、総所得金額で申しますと33万円を超えない世帯

というのが７割軽減の世帯になります。 

  ５割軽減ですが、これと同じ前年の総所得が33万円を超えないということが条件で、なおかつこの基準に世

帯主を除く１人当たりの被保険者につき24万5,000円を加算します。ですから、世帯主を除く人数がふえれば

基準が上がっていくという状況です。 

  ２割世帯でございますが、これにつきましても基本的には総所得で33万円を超えないというのが基本にあり

まして、さらにこの場合は世帯主を入れまして、１人につき35万円を加算してきます。世帯の人数がふえれば、

それだけ基準も上がっていくというふうになっております。 

  以上でございます。 

ủ  済みません、ちょっとわかりにくいので具体的に例えばの話、２人世帯で２人子供が

いて、どのくらいの所得の方がということで、もし示されたら示していただきたい。条件多尐変わっても構い
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ません、お願いいたします。プラスして年金のところもちょっと、年金所得の方もということで、ちょっとお

答えいただきたい。 

ủ  お手元に全協の場におきまして、資料をお配りしてございますものがございま

したらごらんをいただきながらというふうに思います。 

  まず、子供様がお２人ということで４人世帯の例でございますけれども、そちらの資料の９、10ページに年

金の関係、あるいは４人世帯の現状の21年度と改定案の内容で資料をおつくりしてございます。そういたしま

すと４人の場合でございますが、40歳の御夫婦、子供様お２人、４人世帯、夫の方が給与収入という条件でご

ざいますけれども、今までは算定総所得が90万円でございますと４割軽減ということでございましたけれども、

この方の場合は今後５割軽減ということで、私どもの試算では2,200円ほど、約2.1％程度下がってくるのでは

なかろうかと。 

  また、新たに最低総所得におきまして173万円の方においては、２割軽減のラインの中に入ってくることを

想定してございまして、この場合でございますと5,300円ほどの減額になる、約2.6％ほどの減額になる見込み

であろうというふうに考えております。 

  また、年金の場合でございますけれども、お１人の場合、70歳単身ということで想定でございますが、算定

総所得70万円の場合でございますと、年金収入約190万円になりますが、この方の場合、今まで６割軽減が該

当してございませんでしたけれども、今後新たに２割軽減ということで、税額の比較でまいりますと約2,800

円、５％ほどの減額になってくるのではなかろうかということでございます。 

  また、70歳の御夫婦で奥様が収入がないような場合でございますが、年金収入190万円の場合、今まで４割

減額ということでございますが、この世帯につきましては、新たに５割減額ということになりまして、税額の

比較でまいりますと約200円、0.4％の減額の見込みでございます。 

  また、新たに年金210万円の方でございますと、２割減額ということでございまして、2,600円の税額の減、

3.1％の減ということになるというふうに試算をしております。 

  以上でございます。 

ủ  先ほどの御夫婦で子供２人の場合に、算定所得125万円の場合に２割軽減、算定所得

125万円ということは、給与収入にすると200万円ちょっと超えるぐらいの方というふうに解釈してよろしいん

ですね。 

ủ  この場合の給与収入といたしますと、約204万4,000円という形で設定してござ

います。 

  以上でございます。 

ủ  これらの保険税がことしに比べ、前回の今までと比べ安くなる方々の割合、どのぐら

いの方々が従来より安くなるというふうに想定しておりますでしょうか。 

ủ  まず、21年４月１日現在の数字を申して、それから保険税改定時の見込みの数字を

申し上げます。 

  まず、21年４月１日現在ですが、このときは全世帯が１万3,672世帯、６割軽減が―実際軽減を受けてい

る世帯ですね、2,622世帯、19.2％、４割軽減が402世帯、2.9％、合計しますと3,024世帯で22.1％と。ただ、

この軽減制度の場合ちょっと要件がございまして、申告者だけが対象になります。収入がなくても申告してな

いと軽減世帯の対象になりません。実際申告をしてない方、未申告と申しますが、その方は結構いらっしゃい
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ます。税制上は課税対象でなければ申告義務はありませんので、申告する必要はないんですけども、その方た

ちが21年４月１日現在で1,500人ほどいらっしゃいます。この方たち全部、所得がないというふうに言えるか

どうかというのははっきりしませんが、所得があるのに申告しないのは脱税になりますので、大方の方が所得

がないというふうに理解はしているところです。それを入れますと、4,545世帯で33.2％という数字が21年４

月１日現在の状況です。 

  今度改定時の、これあくまで試算になりますので、ちょっと実際の22年度の状態では尐し動くかと思います

けども、そのときで全世帯数が１万3,383世帯、７割世帯が2,615世帯、19.5％、４割世帯が474世帯で3.5％、

新たに２割世帯が加わりますが、これが1,070世帯で８％と、合計しますと4,159世帯で31.0％という状況です。

ただ、先ほど申しました未申告の方をやはり見ていますので、これが同じぐらい1,500世帯もしあるとします

と、5,680世帯ほどになりまして、率でいくと42.4％という数字になります。 

  以上です。 

ủ  今まで６割、４割の軽減を受けた方々が、今度７割、５割、２割の軽減を受けること

になると思うんですけども、これが逆に値上がってしまうということはないということでよろしいんですね。 

ủ  ６割、４割の方が７割、５割になりますので、これは先ほど申しましたとおり、軽

減の基準が変わりませんので、軽減割合がふえるだけですので、基本的には６割の方は７割に、４割の方は５

割というふうになると思います。 

  以上です。 

ủ   今御殿谷委員からもお話があって、ちょっと詳しく聞きたいと思うんですけども、応能

応益部分を改定することによって、今までは６割、４割からの軽減措置を７割、５割、２割を使えるという形

でもってお話を聞いておりまして、昨年度の値上げに対しては、これを集中的に審議していただいたという中

で、それも否決されたという状況でございました。今回この22年度の改正に当たっては、国のほうの基準が変

わって、７割、５割、２割を使うような形となったという形でお話を聞いております。そういった中で、税率

等の改定、２月８日の資料でございますけど、この２ページを見ますと今までは応能応益が50％に近い形でな

いと、この７、５、２をとれないといった中でございました。ただし、ことし22年度は先ほどお話ししたよう

に、応能応益を解除したという中で、改定案の中をちょっと２ページの中で見させてもらいまして、大体６割、

４割なのかなという形に思っているんですけども、その応能応益の推移というのを、数字がわかったらちょっ

と教えていただきたいと思うんですけども、よろしいでしょうか。 

ủ  ちょっと正確な資料が手元にないんですが、医療分につきますと、その資料にある

とおり、21年度は応能割合が66.58％、応益割合が33.42％ということで、先ほど申しましたとおり、保険税率

は10年間改定しておりませんので、あとは実際の調定額の変動があるとこれが尐し動きますが、大体このくら

いの推移で来ている、医療については来ていたんじゃないかというふうに思います。あと、支援分につきまし

ては、これは20年度から導入されたものですから、21年度は応能割合が50.81％、応益割合が49.19％ですから、

大体50、50に近いところと。介護につきましても、大体そこにあるとおり、応能が47.43％、応益が52.57％と

いうことですから、大体50、50に近いところで今まで来ているというふうに思ってはいます。昨年の改定のと

きには、ここにある支援、介護と同じような形で医療分の応能応益割合を設定したということでございます。 

  以上です。 

ủ   今なぜこれを聞いたかと言いますと、応益応益―先に応能と応益というのは、どう
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いう比率で、どういう内容のものなのかということを、ちょっと説明いただけますでしょうか。 

ủ  まず応能ですが、これは東大和市の場合、医療分に限って説明しますけど、４方式

という課税方式をとっていますので、所得割と資産割に係る部分が応能です。これは率でやっていますので、

応益割合というのは、これは均等割、１人当たり幾らというのと、１世帯当たり幾らというの、これは定額で

ございますから、この部分が応益割合というふうになります。なぜこういう制度かということですが、国民健

康保険は相互扶助の保険制度でございますので、税と違いましてみんなで負担をして、みんなで病気になった

ときには支え合うということがありますので、加入者の方には一定の負担をしてもらうということで、応能応

益という２つの方式をとっております。 

  ただ、これ地方税法で決まっているんですけど、その場合、基本的には50と50と、応能割合、応益割合50と

いう仕組みを基本に、そう言います。ただ、これですべてを通すとなかなか所得の低い方には負担が重くなる

というようなこともありまして、先ほどから話題になっております軽減制度というものが導入されることに

よって、所得の低い人たちの負担を軽くしていると。軽減制度は、この応益の部分のみかかる制度でございま

す。 

  以上です。 

ủ   今部長からのお話があったように、本来であば国民健康保険税、対象者がみんな均等に

払おうというふうな形からスタートしていると思うんですね。そういった中で、ただし所得の多い人も所得の

尐ない人もいると、そういったものを公平に扱うために、この応益応能割合で分けてきたという形で、なおか

つこの応益応能をフィフティー・フィフティーにするために、よってこの割合もふやしますよという形が今ま

での状況だった。ただし、今回この７、５、２を使えることによって、この見直しもできるという中で今回上

がってきたという形でよろしいんでしょうか、まず確認させてください。 

ủ  従来は、応益割合が45％から55％の範囲に入らないと７割、５割の軽減策はできま

せんでした。ただ、先ほど御説明しましたとおり、政府の税制改正大綱の中で、この制限が撤廃をされるとい

うことが決まっております。ただ、これは法律改正が必要で法律はまだ改正されておりませんので、現在審議

中ですので、法律が改正されたらという留保条件がついておりますが、現在はこの制限が撤廃されたので、東

大和市の税率改定においては、その制限を適用させない応能応益割合で今回の税率改正は設定をしております。 

  以上です。 

ủ   そういうことで、今回今まで６割軽減しかなかった人が７割軽減になったと、これを２

割というような形で新たに２割軽減を受ける―所得によって、また世帯、人数によって２割を受ける方が

出てきたというふうに資料を見て感じました。それで、今回財政状況について、２月23日にいただいた資料の

９ページを見ますと、今まで21年度は２割軽減なかったわけですけども、22年度のこの２割軽減で８％、

1,070世帯、先ほどもお話にありました──の方が、新たにこの軽減を使えるという形になるということで、

世帯数はわかるんですが、被保険者の人数というのはわかりますでしょうか。 

ủ  被保険者数につきましては、ちょっと把握を申しわけありませんがしておりません

ので、申しわけありませんが。 

ủ   先ほど話した10ページのほうには、世帯数と被保険者数と、そういう構成が載っている

んで多分わかるんじゃないかなと思って聞いたんですけども、わかりました。いずれにしても、登録をしてな

い人を踏まえても40％以上の方が、今回この軽減措置の対象になったということでは評価をしたいなと思って
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おります。どうもありがとうございました。 

ủ  この件でいろいろ論じているわけなんですけれども、保険の加入対象者に対して、国

保の現在の加入率、それからもう一方の社会保険がありますけれども、それのほうの人数がもしわかれば参考

にしたいと思います。 

  それともう一つ、今軽減措置の問題ばかりやっておりますけれども、要するに国保も含めて結局限度額が上

がったんですけれども、その限度額を現状に抑えられなかったのかどうか、上げなくちゃならない理由をお聞

きしたいと思っております。 

  以上です。 

ủ  先に限度額のほうからお答えをさせていただきます。 

  今回限度額の改定を行っております。医療分については47万円から50万円ということで３万円、支援分につ

いては12万円から13万円で１万円、介護分については８万円から10万円ということにしております。この限度

額ですが、介護分については既に法律上10万円を限度額としておりますので、東大和市は今まで法律の数字を

使ってなかったということでございます。医療分、支援分につきましても、先ほど申し上げましたとおり、地

方税法の改正を現在国会で審議中ですが、その改正案の中には今回引き上げが盛り込まれております。ですか

ら、法律に基づく限度額をここで設定をしております。医療分の限度額が３万円とかなり今回高く上がったん

ですが、これは社会保険の限度額がやはり高いので、それに合わせるということで一遍に上げるとかなりの額

になりますので、段階的にこの限度額を社会保険並みに引き上げていくということで、今回３万円の改定予定

だというふうには聞いております。 

  １点目は課長のほうからお答えします。 

ủ  国保の加入者の状況でございますけれども、現在の人口が８万3,000人程度で

ございまして、国保の加入の方が２万亓千三百、四百程度になると思っておりますので、その割合で現在加入

をしていただいているという状況でございます。 

ủ  社会保険のほうの加入者の人数はわかってないでしょうか。 

  それから、よく一般的に税の公平性というような話を聞きますけれども、当然医療費部分もきょうは時間も

ありませんので聞きませんけれども、その医療費を国保のほうから出ているわけですけれども、当然社会保険

料のほうからも医療費分が出ているんです。その割合を本当は例を出してみて、いかに国保の医療分の不足に

対して、社会保険料のほうから負担しているんだということもはっきりしたほうが、今回の値上げについて、

はっきり国保の加入者だけじゃない人もやっぱり理解する必要があると思うんですけれども、そのような事を

考えていますけれども、細かい数字でなくて結構ですから、医療費の分について社会保険料のほうからどのく

らい国保のほうに流通しているのか、概算で結構です、お聞きしたいと思います。 

ủ  社会保険の方が国保にどのくらい負担をしているかということでございますが、一

つは制度の問題があると思います。これは、前期高齢者交付金という制度があります。これは何かといいます

と、65歳から74歳までの方の医療費の交付金なんですが、これができた背景としましては、20年度の前は退職

者医療制度というものがありました。これは、厚生年金20年以上加入していた方については、国民健康保険に

移ったときには社会保険のほうで医療費を見るという制度でした。これが原則廃止になりまして、65歳以下は

まだあるんですが、年金受給を受ける65歳以上からの対象者は外れましたので、それにかわるものとして、こ

ういう交付金制度が出ています。これは、定年退職になると社会保険が国保に移ってきますので、そうすると
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国保のほうでその分を丸々負担するのはやはり無理もありますので、社会保険が支援をしているということで

できた制度でございます。これが制度的なものですね。 

  あと、制度外というふうになりますと、その他の繰入金が該当してくるのかなと思います。細かく数字は言

いませんが、大体20年度は尐なくとも４億円でしたけども、多いときですと８億5,000万円ほど一般会計から

入れています。これは財源は税でございますから、必ずしも社会保険の方の税じゃありませんので、国民健康

保険の方の住民税も入っていますから、これが全部社会保険だとは申しませんが、国保の加入者で４割ぐらい

ですかね、ですから６割が国保以外、社会保険だと思われますので、そのくらいの比率で社会保険の方から住

民税という形で国保に入れられているんじゃないかというふうに考えられると思います。 

  あと、社会保険の状況なんですが、国民健康保険運営協議会に社会保険の代表の方が入っておりますので、

その方が会議の中でも言った話ですが、現在の社会保険の状況を簡単に御説明しますと、社会保険は被用者と

従業員で折半で保険を負担します。これは、医療費がかかればそれに見合って事業者負担も上がりますし、加

入者の保険料も上がるというふうに仕組みはなっておりまして、ほかからの支援はありませんので、両者で賄

うという制度になっています。その社会保険ですが、集めた保険料、事業者と被保険者が出したうち、半分以

上が後期高齢者や国保への支援で消えてしまっていると。実際の自分のところの被保険者に回せるのは半分以

下の数字だというようなことはおっしゃっておりました。これは、社会保険の場合、年齢構成も若いし所得も

あるし、医療もかからないというようなこともあるかとは思いますけども、社会保険も自分のところの保険に

使う額以上に他の制度への支援にかなり負担がかかっているというようなことで、大変運営が厳しいという話

は出ておりました。 

  以上でございます。 

ủ  ということは、今回の国保の問題で今陳情が出ているわけなんですけれども、社会保

険料の分を含めまして、どういう形で国保に回っているか定かではありませんけれども、国保の料金だけで運

営ができてないということで考えてよろしいでしょうか。 

ủ  国民健康保険は制度の原則で言えば、公費50％、加入者の保険50％が制度上の原則

です。ただ、これは現実的な話として、東大和市だけじゃなくて全国的に見ても、当然これではやっていけて

いませんので、一般会計からどこも繰り入れを受けることで国保を何とか運営しているというのが実情でござ

います。一般会計からの支援を受けるということは、住民税からの支援を受けてやっているということでござ

います。これは、国保制度自身の構造的な問題というのもいろいろありますので、一概にその善悪の判断はつ

かない部分はありますけども、現実的には支援を受けないとやっていけないという状況にあるということでご

ざいます。 

ủ  先ほど値上げの理由に沿って赤字についてということで、一般会計が厳しいという問題

について伺いましたけれども、前期高齢者交付金の精算があって、これで大変だという話なわけですけれども、

私の理解では平成20年度前期高齢者交付金があって、ところが医療費を締めてみたら平成20年度見積もったと

きほど医療費がかからなかったということから、前期高齢者交付金が過大に来ていたということで、これを返

すという金額が４億3,000万円というふうに理解していますけれども、そういうことでよろしいんでしょうか。 

ủ  おっしゃるとおり、概算でこれは交付されてくるものですから、20年度から制度が

始まっておりますので、実績もない中でどのくらいが見込まれるかということで、国や東京都のほうから数字

が提示されて、それをもとに出した数字で予算はしております。それが22年度に医療費が確定しましたので、
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はっきりしたということでございます。 

ủ  これについては、確かにこれを理由に値上げと言っている自治体もほかにもあるようで

すけれども、実際に医療費がそこまでふえなかったということであれば、国保会計の支出もそれに伴って尐な

くなる。前期高齢者交付金もたくさん来ていたけれども、それを全部使わずに済むというふうに、普通に考え

ればいくはずで、実際に平成20年度過大に交付されていたけれども、その分使わなかったわけだから残ってい

て、それで今回かなりの部分を対処するという自治体もあるようです。そういう点でいえば、このたくさん来

ていた前期高齢者交付金を食ってしまったということですよね。平成20年度に食っちゃったから、今大変に

なっている。何で食っちゃったかというと、繰入金を４億円にまで極端に減らしてしまったということから

食ってしまったということですよ。だから、この前期高齢者交付金の精算という問題についても、だからそれ

を市民負担で賄ってもらうんだということにはならないという点を指摘しておきたいと思います。 

  それから、市民の暮らしの問題で前２回の値上げの提案のときよりも、一層厳しくなっているんじゃないか

というふうに思いますが、その点の認識を伺いたいのと、それから他の委員への答弁で６割、４割の方が７割、

５割、２割になったときに、増税になる方はいないのかという質問に対して、答弁で６割、４割は７割、５割

になるということだという答弁しかありませんでした。これは、私ちょっとすりかえがあると思うんですよね。

要するに、値上げがなければ６割の方は７割になる、４割の方は５割になるから、絶対値上げにならないです

よね。だけど、今回値上げがあるわけですよ。値上げがあっても、これらの軽減措置に該当する方は６割が７

割に、４割が５割になっても値上げになることはないんですかと、こういう質疑をされたと思うんで、それに

対して正面からの答弁になってなかったと思うんで、その点ちょっと伺いたいと思います。 

ủ  １点目の過去の値上げの状況と現在の値上げを提案したときの状況と現在の状況と

いうことですが、経済情勢は非常に厳しくなっておりますので、所得も伸びておりませんので、年々厳しく

なっているという認識はございます。そういったこともございまして、７割、５割、２割の軽減制度を今回選

択して、そういった所得の低い方に負担がかからないような改定案をつくったというふうに考えております。 

  あと、２点目の御質疑ですが、制度として６割、４割の方は７割、５割になって、どうなるかという御質疑

でしたので、基準は変わらないので６割、４割の方は７割、５割になれば１割分当然保険税は下がるという御

説明をしただけであります。 

  以上です。 

ủ  私は今度値上げになって、６割、４割の方もいろいろ値上がりするわけですよね。その

方が７割、５割に移行するけれども、値上げがあるわけですから、場合によっては値上げになる場合も出るの

かどうかという点を伺っているんですが。 

ủ  前にお配りした資料の試算の中では、保険税が上がるケースはございません。すべ

てどうかというのは、すべて試算しなきゃわかりませんので何とも言えませんが、幾つかの例で値上げになる

方はいらっしゃいませんので、大方の方は６割、４割、軽減の方たちは当然軽減率上がりますので―上が

ることはないというふうには理解はしてます。ただ、これはすべて検証したわけじゃありませんので、仕組み

の中で考えれば当然そうなってくるというふうに考えております。 

  以上です。 

ủ  暮らしが厳しいという話で、市の資料で私が問題だと思っているのは、年金収入の方、

それから給与収入の方も試算としてありますけれども、給与収入の方というのは、余り国民健康保険に入って
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いないので、年金収入の方と自営業の方などが多いはずですね。自営業の場合は、給与所得者のように給与所

得控除がありませんから、売り上げから諸経費、仕入れ諸経費を引いた残りが直接所得になるわけです。そう

計算すると、私の試算では月額所得14万5,000円の４人家族の家庭、夫35歳として、それでここで現在国民健

康保険税だけで16万1,100円、月14万5,000円の所得で年間16万1,100円、これが今回の値上げで18万400円にな

るという計算になります。これ国保税だけ払うわけではなくて、いろんなほかにも税金があったり、電気もガ

スも何もあるわけですから、大変厳しい状況、これは生活保護基準を下回る世帯です。そういうところでも１

万9,300円、12％の値上げになってしまうという状況ですよね。これ本当に払えるというふうにお考えなのか

どうか伺いたいと思います。 

ủ  今収入と所得の関係のお話だと思いますが、収入から経費を引いて総所得174万円

とおっしゃいましたが、これは恐らく課税上の総所得のお話だと思います。これは税を課税するための算定し

たときの所得ですので、ただ自営業者の方の場合、税の中で実際の支出を伴わなくても経費として認めている

ものがあります。例えば、減価償却費、これらは実際に支出はしませんが、経費として認められたりしますの

で、これはあくまで税の算定する上での話ですので、実際の収入と必ずしもイコールというふうには考えてお

りませんので、その辺については何とも申し上げられないところがあります。 

  じゃあ保険税がどうなのかという話ですが、ちょっと古い話になりますが、平成19年度厚生労働省が国民健

康保険実態調査というのをやっております。これは、全数調査じゃなくて抽出調査ですけれども、そのときの

19年度の全国１人当たりの保険税、調定額ベースで幾らかと申しますと７万9,790円です。東大和市の今回の

改定案にこれを当てはめますと、19年度の医療分ですから20年度の改定案が医療と支援が合算したものという

のが比較対象になると思いますが６万8,958円です。１万832円と、まだ全国平均よりは尐ない位置にあります。

何が申し上げたいかといいますと、先ほど来出ているように全国的に見ても国民健康保険というのは、このく

らいの負担をしていただかないことには、維持運営できないという現実がありますので、我々としましては、

国民健康保険特別会計を運営できなければ、東大和市の国民健康保険は保険者としての体をなさなくなってし

まいます。保険制度を維持するためには、それなりの税負担なりをしていかないと運営できない状況にあると

いう認識であります。 

  以上です。 

ủ  私もだから構造的に問題があるというのはお話ししていますし、ただそういう全国的水

準ということを出すのであれば、先ほども触れましたけれども、１人当たり繰入金額は26市の下から５番目。

そこを重視するんであれば、これを引き上げる必要はないというふうに思います。 

  それから、これはきのうの一般質問に対する答弁の中で明らかになりましたけれども、平成18年から20年度

まで、東大和市の住民税だけで５億6,950万円市民負担がふえている。これは、住民税だけじゃない、当然所

得税もかかる、保育料もかかるという状況になっている。そこから比べても、さらに生活厳しくなっている。

これもきのうの本会議で明らかになりましたけれども、給与所得者、これは市の行政報告書からですけれども、

平成10年で404万8,000円だったものが、平成20年では360万2,000円、１割ですね、40万円所得が減っていると。

多分、この２年でさらに一層厳しくなっているという状況にあるわけですよね。だから、本当になぜこのとき

にやるのかというのが理解できない。私は、例えば百歩譲って値上げしなくちゃいけない―百歩まあ譲る

つもりはないですけれども、例えば先ほど精算額４億3,000万円、前期高齢者交付金の精算の問題がありまし

た。ある自治体では、この精算を安定化基金から借り入れをして、一般会計から使わずに処理をするという処
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理をしようという自治体もあるわけです。これをやれば、例えば私、安定化基金で借り入れると10年なのか、

５年なのかわかりません、返済期間詳しく知りませんけれども、尐なくともこの最悪のタイミングで値上げす

る必要はない。 

  それから、この前期高齢者交付金の処理の問題も市長会が今交渉していて、５月末にその結論が出るという

ふうに聞いています。そういう点でいっても、このタイミングで、この最悪の経済状況の中で値上げをする必

要はないというふうに思いますけども、その点いかがですか。 

ủ  ただいまの都の基金の活用というお話がございまして、どういった団体がどの

ような時期で御活用されるか、ちょっと詳しくわからないところでございますけども、東京都のほうに自立支

援事業貸付金ということで、非常に国保の財政が厳しいというときには貸し付けの制度があるようでございま

すけれども、今の時点で当初でそういったものを御活用されるというようなお話は、今のところちょっと各市

の状況からいきますと受けている状況にはございませんので、各市の財政運営上でどのような活用をされるか

ということは、ちょっとはっきりとは承知をしていない状況でございます。 

  以上でございます。 

ủ  東大和市の順位ということでお話をされているようでございますが、いただいた資料

の中で市側でつくっていただいた順位で、保険税の１人当たり調定額ということで順位がございます、５ペー

ジのところでございますが、この中で狛江市さんが上から３番目ということで、結構大きな保険税をいただい

ているわけですけども、前回の一般質問の中で、この市が平成14年には16％、平成17年には17％、どちらかと

いうと今質問なされた方の会派が市長をやられている市だと思いますけども、これは上から３番目の保険税を

課しているんでございましょうか、これは事実なんでしょうか。 

ủ  同じ資料の中で、失礼しました、全協で配った資料になりますね。その中で８ペー

ジになりますが、お手元にあればごらんいただければ各市の税率の一覧表が載っています。これをもとに、調

定で上がってきた人数を被保険者で割った数字が１人当たりの数字というふうになりますので、そういう数字

だというふうで間違いございません。ただ、これ見ていただくとわかると思いますが、課税方式が東大和市は

４方式と申しましたが、これが２方式だったりいろいろしますので、あと所得割が高いけど均等割が安いだと

か、いろいろばらつきがあるので、一概にこれで税が高い、低いの判断はつきかねますので、先ほど申しまし

たような、その税率を掛けて決算でどれだけの調定が上がり、それが年間の被保険者数で割り返すと１人当た

りどのくらいになるかというのを参考資料として、先ほど御殿谷委員のほうで御指摘した資料であらわしたも

のでございますので、数字は報告された数字を使っておりますので、間違いないというふうに思っております。 

  以上です。 

ủ  上のほうから３番目ということで、３年置きぐらいに値上げをされた市もございます

ということでございます。要は、今20年度で1,767万円国保会計赤字ということでお話がさっき出ておりまし

たが、このままいくと今だんだん国保の給付費が上がっているということでございますが、この給付費が上

がっている、この原因は加入者がふえたから給付費が上がったのか、加入者がふえれば当然税もふえてくると

思うんですけども、今１人頭の単価が上がってきたから給付費がふえているのか、その辺はちょっとわかりま

すでしょうか。 

ủ  全国的な状況といたしますと、医療費につきましては、全体的に医療の高度化

等も含めまして、高齢化の進展に伴いまして上昇傾向にございますので、全体額、あるいはお１人当たりにつ
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いても上昇をしつつあるというふうに認識をしております。 

ủ  そうしますと、20年度で赤字、21年度もうそろそろ締めが来ると思いますが、わかり

ましたら、どのような予測をされているのか、お聞かせいただけますでしょうか。 

ủ  21年度につきましては、せんだっての議会の初日で補正予算を御審議いただい

たところでございますけども、現在御提案申し上げました補正の予算収支におきまして、把握をしているとこ

ろでございます。まだ、時間的には３月、あるいは４月、５月という歳入等におきましては、出納の整理の期

間がございますので、今の時点におきまして明確なお答えは非常に難しいという状況でございます。 

ủ  今難しいということでしたけども、３月補正後でどうなっているかというのはわかるん

じゃないんですか、数字として。３月補正後でどういう数字になっているかという数字なら言えるんじゃない

んですか。 

ủ  暫時休憩いたします。 

午前１１時１２分 休憩 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午前１１時１２分 開議 

ủ  休憩前に引き続き会議を開きます。 

ủ  医療費につきましては、市のほうに支払い請求が来るのは経由期間がありますので、

２カ月おくれになります。ですから、３月の補正ですと確定しているのは11月診療分ぐらいまでですかね。で

すから、まだ２月診療分までが当該年度の医療費になりますから、３カ月ほどございますので、その部分は予

測の上で補正予算を組んでおりますので、これは結果として医療費がどうなるかというのは、非常に見通しが

難しいものでございます。と申しますのは、極端な例で申し上げますけども、救急車で運ばれて１カ月集中治

療室に入って、保険の請求が700万円だと、本人は200万円ぐらいが来てしまうというようなケースも出たりし

ますので、こういった高額医療がぼんと出ますとやはり急にふえたりしますので、なかなか予測はつかないん

ですが、今の中では予算の見込みの中では、とりあえず収支は均衡を図っておりますが、かなり厳しい状況に

あるという認識はあります。片方に税収の問題もございますのでね、結果としてどうなるかは予断を許さない

状況だということでございます。 

  以上です。 

ủ  現時点でそういう数字を言ったから結果に責任持てと言っているんじゃなくて、３月補

正で数字出ているんだから、その数字がどうなっているかを聞いているんですよ。それ、わかるんでしょう、

収支の状況。 

ủ  予算収支でございますが、歳入歳出とも補正後の額といたしまして87億738万

4,000円という形でございます。 

  以上でございます。 

〔発言する者あり〕 

ủ  今私はそういうふうに聞こえたものですから、そういうふうにお答えしました。 

ủ  暫時休憩いたします。 

午前１１時１４分 休憩 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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午前１１時１５分 開議 

ủ  休憩前に引き続き会議を開きます。 

ủ  保険給付費の補正後の内容で申し上げますと、59億6,592万8,000円の状況で現

在予算を計上しているところでございます。 

ủ  予算でございますので収支が合わないということはありませんので、均衡をとるの

がこれが予算ですから、収支が合わない予算を議会に出すわけにいきませんので、補正で収支を合わせていま

す。医療費の見込みについては、先ほど申しましたとおり、確定部分はありますが、推定部分がありますから、

それを見通して先ほどの保険給付費、これはほかのも入っていますけど、高額療養費ですとか、そういうのも

入っていますが、医療費と言われる全体部分はこの金額で今は見ているということしか、ちょっと御答弁のし

ようがないんですけども。 

ủ  整理させていただきます。国民健康保険の決算総額で89億円ということのお話をいた

だきましたけども、要は20年度よりも５億円ふえますと、総額でふえますということになると思います。

ちょっと数字の細かい点は容赦してください。それから保険給付費のほう、先ほどお幾ら、ことしの予想とい

うことでおっしゃったでしょうか、ちょっともう一度確認させてください。 

ủ  ３月補正後の保険給付費につきましては、59億6,592万8,000円でございます。 

ủ  ということは、20年度が48億円でやっておりますので、これよりもふえると、どちら

にしても総額でも保険給付費でもふえているという、そういう結論だというふうに解釈いたしますけども、よ

ろしいですね。 

ủ  予算の見通しでは、そういう状況になります。 

  以上です。 

ủ   確認なんですけども、よろしいでしょうか。 

  先ほど、20年度の決算が赤字1,700万円という話でございましたけども、私は高額医療費の算定ミスで9,000

万円ばかりが請求が来ていたと思うんですけども、これはどのような形でもって対処されているでしょうか。 

ủ  20年度の共同事業の算定ミスによる額は7,600万円ほどでございますが、これは今

年度分も一部入っていまして、今年度分については今年度内に精算しまして、20年度分につきましては、10年

間で分割で返済ということで今は処理をしております。 

  以上です。 

ủ  わかりました。21年度についてですけれども、この予算書を見ると前期高齢者交付金は

23億7,235万7,000円ということで21年度計上されています。20年度がたしか21億円ぐらいだったですかね、そ

ういう点でいうと、21年度については単年度についていうと、20年度を上回る前期高齢者交付金が来ていると

いう状況ですから、繰り入れをよっぽど減らしたりして、また一般会計の繰り入れを減らしたりしなければ、

大幅に赤字になるという状況にはならないんではないかというふうに思います。 

  それで先ほどの安定化基金について、他市の状況はわかりませんという答弁をしましたけれども、私は他市

の状況を調べろと言っているんじゃないんですよね。税率の改定についての答申でも、制度の最大限の活用を

やれということを言っているわけで、今市民の状況がこれだけ大変なときに、安定化基金の借り入れなども含

めて、もし値上げしなくちゃいけないということであれば、しかしそういうことも使って先に送ると、今この

局面でやらないというために、あらゆる制度の活用を図るべきだというふうに私は言っているんです。その点
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での見解はどうですか。 

ủ  １点目の前期高齢者交付金ですが、20年の実績から見ますと21億円ですから、結構

いただいてはいますが、ただこれは医療費との関係で決まるものですから、医療費が動けば医療費ととんとん

ということにもなりかねません。20年度につきましては、交付に対して医療費が尐なかったということで還付

が出たということですから、今一概にそれでもってなかなか判断はつきかねるところでございます。 

  あと、２点目の安定化基金の話ですが、東京都が持っている基金ですが、制度がありましてこれは幾つかあ

るんですが、尾崎委員がおっしゃる内容は保険財政自立支援事業貸付金というものだと思います。内容を説明

しますと、国民健康保険事業に係る財源の不足額の一時的な補てんに必要な費用に充てるため、国民健康保険

事業に係る財源に不足が生じると見込まれる区市町村に対して貸し付ける資金ということです。この資金です

が、全額は貸してくれません。貸し方が幾つかあるんで、年度途中で急に給付費がふえちゃったとか、極端に

税収が落ち込んでしまったというようなことで、年度途中、あるいは年度末に借りる場合、これは４分の３ほ

ど貸し付けをしてくれます。 

  あと、当初から見込まれ借りるというような場合は、これは２分の１です、貸付額は。貸し付けには、いろ

いろ要件があります。その前に借りた後の償還ですが、償還がどうなるかということですが、借りた日の属す

る年度の翌々年以降３年間で３分の１ずつ返還するということです。ですから、22年度中に借りれば23年度は

いいんですけれども、24年度から３年間返還が生じるということになります。 

  ただ、これを借りるに当たって条件があります。一番大きな条件としては、財政安定化計画をつくるという

ことでございます。その財政安定化計画の中には、次年度以降の償還期間における賦課の方針というものを明

記しなければいけません。これがどういうことになるかといいますと、借りたものですから返さなきゃなりま

せん、利子はつきませんがね。それを、将来の保険税で返してもらうと。ですから、当然そのときに償還期間

中、あるいは償還期間前でも一定の保険税の改定をある程度考えなければ、なかなか借りることも難しいかな

というふうには考えております。 

  以上です。 

ủ  私は、ここ尐なくとも数年の間、先ほど言ったような国保の赤字の問題や一般会計の状

況を見ても、すぐに値上げをしなくちゃいけないという判断ではないということが前提です。ただ、市のほう

は値上げをしなくちゃいけないという前提だということですから、そうであれば、仮にそうだとすると、この

タイミングじゃないタイミングにするために、あらゆる努力を尽くすべきでしょうという話をしているんです

よね。だから、そういう努力、検討、そういうものはされていないんですか。 

ủ  日本の経済の見通しが、ここ数年どうなるかというのが先ほどもありましたが非常

に不透明です。今の状況の中では、必ずしも二、三年後に好転するということが確実に見込まれるわけでもあ

りません。その中で、国保を運営していかなきゃいけないという状況にあります。ですから、先ほどの借入金

についても、遅かれ保険税の改定は当然しなきゃならないということになってくるかというふうに思います。

この時期になぜかと、この時期にという話ですが、この時期にやる以上やはり我々もいろいろ考えまして、で

きるだけ税率の改定率を抑えております。先ほど課長のほうから説明しましたとおり5.6％ですが、限度額部

分、限度額の引き上げに伴うアップ分が1.6％で、実際4.0％ですね、限度額を除けば──の率に抑えたという

ことと、さらに７割、５割、２割の軽減制度を入れることで、所得の低い人たちには保険税が上がらないよう

な処置も講じたと。ましてこの７割、５割、２割の軽減制度につきましては、まだ法律が通ってない段階で見
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通しということでやっております。これ各市どういう状況かと言いますと、なかなかそこまで踏み切れずに、

どうするかまだ悩んでいるところもあるような状況ですが、私どもとしましては、国保の財政状況などを考え

ながら、活用できる制度、見通しがある制度についてはできるだけ取り入れて、今回の保険税の改定について

は対応したというふうには考えております。 

  以上です。 

ủ  国保会計につきましては、一般会計からの多大な支援がないと運営ができないと言われ

ているわけでありますけども、ここ数年間、実質的にどのくらいの一般会計からの支援がないと収支の均衡が

とれなかったのか、具体的に説明をお願いしたいと思います。 

ủ  それでは、一般的に言われます赤字繰り入れ、その他の繰入金の状況をここ数

カ年で御説明申し上げます。 

  平成18年度は８億5,200万円ほどでございます。19年度が６億800万円ほどでございます。20年度が４億

1,100万円程度でございます。21年度が予算額でございますが６億2,600万円でございます。平成22年度の予算

額でございますが６億8,800万円ほどでございます。 

  以上でございます。 

ủ   今この保険税の改定のことで、るるいろんな意見が出ているんですが、基本的なことは、

今当市で置かれていることは、保険税の改定について現況で考えるときに、今減額割合の状況で６割、４割か

ら７割、５割、２割に変えてきたという中身は、もう皆さんも御承知のとおり、東大和市はこの値上げの理由

についてということで、一つとしては一般会計からの繰入金をどうするか。そしてまた、国保会計の値上げに

ついて、10年というスパンは今まで事務局はこれだけ急激な高齢化率を２年置きの国の統計から見ても、東大

和市でも20％を超える高齢化率になってくれば、寝たきり老人ができると１人の医療費が平均20万円からかか

ると言われている今日、10年間のスパンで改定率を見直すという期間は、これは今後この問題を論議するとき

に、私は尐なくとも議員の任期は４年あるから、４年以内の任期、あるいは３年に１回の見直しを議員の責任

においてできる範疇の中で議論しないで、10年１回というと２期、３期にわたって改定がないというときに当

たるわけですから、僕はこの改定のあり方が、理事者は今後このような大きな問題になっている国保改定率の

問題は繰入金にしてもそうだし、８万3,000人の人口からすれば、先ほどの答弁でいくと２万5,000人ですから、

これは約30％前後の８万3,000人の人口で２万5,000人の国民健康保険者の対象人口がいるということで、30％

が関係する国民健康保険の改定率で、それで一般会計からこれだけのお金が入ると、今他の委員も事情を聞い

たら、毎年何億円、４億円、６億円のお金が一般会計から繰り入れられるということも、これは異常なことだ

と思うんですよね。 

  ですから、そういうことの論議は10年一遍にやってきた今日が、これだけ問題が大きくしているということ

について、今後の改定率については、やはり人口統計から見て、高齢化率を見て、私たちの任期内の責任にお

いて処理ができるような提案をしていただけないでしょうか。それはどうでしょうか。 

ủ  確かに御指摘のとおり、約10年にわたりまして国保税率の改定をしていないのが実

情でございます。これにつきましては、できるだけ市民負担を上げたくないという形で今まで来たわけですが、

前々からのとおり、一般会計のほうも逼迫し、繰出金もできないというような状態でありましたので、今回や

むを得ず提案したところでございますが、今後のことでございますが、国保の安定的な運営のためには、当然

この保険税の見直しは、例えば３年に一度とか、その医療費の増減を見た中で検討する必要があるかと、その



 

－22－ 

ように考えているところでございます。 

  以上でございます。 

ủ   私はこの国民健康保険税の改定については、今副市長が答弁されたように、この責任に

おいて話ができる期間というのは、私たちの任期は４年ですから、４年の中で答えができるような検討をこれ

から提案するときには考えていただきたい、そのように要望しておきます。 

ủ  質疑を終了して御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

ủ  御異議ないものと認め、質疑を終了いたします。 

  採決いたします。 

  この採決は起立により行います。 

  第20号議案 東大和市国民健康保険税条例の一部を改正する条例、本案を原案どおり可決と決することに賛

成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

ủ  起立多数。 

よって、本案を原案どおり可決と決します。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

ủ  採決いたします。 

  この採決は起立により行います。 

  22第２号陳情 東大和市国民健康保険税の値上げに反対する陳情、本件を採択と決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

ủ  起立尐数。 

  よって、本件を不採択と決します。 

  ここで10分間休憩いたします。 

午前１１時３２分 休憩 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午前１１時４２分 開議 

ủ  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  ただいま第20号議案 東大和市国民健康保険税条例の一部を改正する条例及び22第２号陳情 東大和市国民

健康保険税の値上げに反対する陳情に関しまして採決を行いましたが、重大な瑕疵がございましたので、以上

１議案、１陳情につきまして、再審査に付したいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

ủ  御異議ないものと認め、さよう決します。 

  それでは改めまして、第20号議案 東大和市国民健康保険税条例の一部を改正する条例及び22第２号陳情 

東大和市国民健康保険税の値上げに反対する陳情、以上議案１件、陳情１件を一括議題に供します。 

  討論を行います。 

ủ  私は国保税の改定条例に反対し、国保税の値上げに反対する陳情に賛成する立場で討論



 

－23－ 

を行います。 

  国保税の値上げについては、幾つか理由が言われています。 

  一つは、国保会計の赤字の問題、10年間改定しなかったために赤字になったという問題。これは、国保会計

への繰り入れを大幅に市が削減したために赤字になったということは明らかです。さらに、一般会計の状況に

ついても、過去２度の国保値上げの提案時に比べれば、平成19年度末で２億9,000万円にまで落ち込んでいた

市の貯金、財政調整基金が２月末現在で７億8,000万円、５億円積み増されるなどの状況になっている。この

点で、直ちに国保値上げをしなければ、一般会計やっていけないという状況にないことも明らかです。前期高

齢者交付金の精算のために必要だという議論もありました。しかし、これについても平成20年度に市の繰入金

を２億円削減したために、この過大に来た前期高齢者交付金を食べてしまったということが原因であることも

明らかです。 

  国民健康保険税の大幅値上げについて、なぜ今この時期に市民の暮らしが最悪、景気が最悪という状況のと

きに行われるのか。市民の声にこたえられる値上げではありません。平成18年度以降の３年間で、市税だけで

５億6,950万円の大増税が市民に襲いかかっており、これ以上市民負担を行うことは誤りだと考えます。しか

も、国民健康保険運営協議会の答申で制度の最大限の活用を図るべきだという指摘があるにもかかわらず、こ

の前期高齢者交付金の精算の処理についても、先延ばしするなどの検討も行われずに市民に負担をかぶせるも

のになっているという点で反対をしたいと思います。 

  審議の中で、構造的な問題だということも指摘をされました。この点については、国庫負担率が1984年には

49.8％だったものが、2007年度には25％にまで引き下げられる、この状況が国保会計を大きく苦しめるものに

なっているという構造的問題があるということは私も確かだと思います。これについては、国の政治を変える、

国民の命を守る政治を前進させる必要があるというふうに考えます。 

  以上をもって討論を終わります。 

ủ  討論を終了して御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

ủ  御異議ないものと認め、さよう決します。 

  採決いたします。 

  この採決は起立により行います。 

  第20号議案 東大和市国民健康保険税条例の一部を改正する条例、本案を原案どおり可決と決することに賛

成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

ủ  起立多数。 

よって、本案を原案どおり可決と決します。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

ủ  採決いたします。 

  この採決は起立により行います。 

  22第２号陳情 東大和市国民健康保険税の値上げに反対する陳情、本件を採択と決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 
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ủ  起立尐数。 

  よって、本件を不採択と決します。 

  ここで午後１時30分まで休憩をいたします。 

午前１１時４８分 休憩 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午後 １時３０分 開議 

ủ  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、21第９号陳情 東大和市学校給食計画（案）に関する陳情、本件を議題に供します。 

  前回の審査に引き続き質疑を行います。 

ủ  第９号陳情についての陳情要旨の１番なんですが、「教育としての学校給食に対する

教育委員会の考え」と書いてありますが、そもそも東大和市で学校給食を開始した背景と学校給食に取り組ん

だ経緯を、この件については今まで論議されてなかった部分がありますので、その件について最初に２点ばか

りお聞きしたいと思います。 

ủ  東大和市の学校給食につきましては、40年にも及ぶ長い歴史がございますが、

スタートした当時の話としては、やはり学校給食法に基づいて、子供たち、全小中学生ということでその後広

がってきましたけども、完全給食を提供したいということで給食センターが設置されたと認識しております。

これまでも学校給食法につきましては、平成20年度に大きな改正がございましたが、現在は栄養の補給という

観点から食育に軸足が移ってまいりましたが、今後も東大和市の学校給食は学校給食法等、あるいは食育法の

理念に基づいて、教育の観点から実施してまいりたいと考えております。 

  以上です。 

ủ  審査が始まって、まことに申しわけありませんが、厚生文教委員会に提出させてい

ただきました資料につきまして、本日再び訂正とおわびをさせていただきたいと存じます。 

  前回の委員会で一度「危険建物に該当と判定される」との記載があることにつきましては、誤りであると御

説明をさせていただきました。その後、厚生文教委員長から、なお資料に誤りがないかよく精査するよう指示

がありました。この指示のもとに、提出いたしました資料と資料作成のもととなった文書とのつけ合わせを行

いました。その結果、後ほど学校教育部長から御説明させていただきますが違いが出てまいりました。資料を

厚生文教委員会に提出するために、清書をしたり、体裁を整えたりすることによって違いが生じたものもあり

ますが誤りもあります。ここに再度訂正させていただくことは、大変申しわけないことでありますが、学校教

育部長の御説明をお聞き取りいただきたいと存じます。重ねてのことであり、当初から厚生文教委員会の審査

に大変御迷惑をおかけいたしました。謹んでおわびを申し上げたいと思います。本当に申しわけありませんで

した。 

ủ  今教育長のほうから話があったわけでございますが、今回の資料の提出については、

大変御迷惑をおかけしました。今後このようなことがないよう心がけたいというふうに思っているところでご

ざいます。 

  今後の対応についてでございますが、私ども今回の厚生文教委員会の審議の中での御指摘を受けまして、改

めて市全体の文書の管理、保管及び資料の整理等について再確認をするよう総務部長のほうに指示したところ

でございます。総務部長のほうからは、庁議の席上、各部長へ伝え職員へ改めて注意喚起を促したところであ
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ります。繰り返しになりますが、今後ともこのようなことがないよう事務を進めていく所存でございますので、

ひとつよろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

ủ  議事運営の都合上、ここで暫時休憩いたします。 

午後 １時３５分 休憩 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午後 １時３６分 開議 

ủ  休憩前に引き続き会議を開きます。 

ủ  このたびは提出資料に誤りがございまして、大変御迷惑をおかけいたしました。

まことに申しわけございませんでした。 

  前回、委員会が終了した後に局長を通じまして、委員長から委員会に提出した資料につきまして、よく見比

べて総点検をし、よく精査するようにとの御指示を受けました。真摯に受けとめまして、委員会に提出をいた

しました資料と、またそのもとになった文書を比較し点検いたしましたので、本日ここに資料を配付させてい

ただいて御報告申し上げます。 

  資料は２種類、お手元に御用意させていただきました。 

  まずは、２枚つづりの薄いほうの資料でございますが、こちらは委員会に提出させていただいた資料と資料

の作成のもとになった文書の相違点を表にまとめたものでございます。１ページは左側に資料の番号を、これ

は委員会に提出させていただいた資料の整理番号でございますが、番号が①と書いてあります。これは、他市

を調査した報告書などでございます。資料の作成のもとになった文書につきましては、他市からいただいた別

添といいますか、資料が相当な量ございましたので、委員会に提出させていただく資料につきましては、必要

なと考えられる部分を精査し、別添的な分厚い資料につきましては割愛をさせていただいたところでございま

す。この表の右の欄、相違の理由という欄をごらんいただきたいと存じます。 

  委員会に資料を作成し提出する際には、もとになっていた文書がパソコンに保存してございましたので、も

との文書で誤字、脱字等の手書きで訂正したものにつきましては、パソコン上で清書をしたり、体裁を整えた

りをいたしました。その結果、結果として違いが生じたものでございます。 

  次に、２ページをお開きいただきたいと存じます。 

  左側に資料の番号が書いてございますが、②１と４、これは教育委員会の懇談会で用いた資料でございます。

②７から12までは、市の内部の調整会議の報告でございます。このページにつきましては、報告等の性質から

全く手をつける考えはございませんでした。ただし、今も申し上げましたように、手書きで訂正箇所がありま

したので、そこにつきまして清書をしましたり、あるいは文書の右肩等に開催日の日付を打ち込んだりをいた

しました。基本的に、もうそのまま印刷して資料として提出をさせていただいたものでございます。しかし、

結果として違いが生じてしまいました。 

  ここで、もう一つの厚みのある資料をごらんいただきたいと存じます。 

  こちらの資料につきましては、表の一番下に違いが出た理由ということで書いてございますが、委員会の資

料を作成したときに、上書きが適切にされていなかった文書をパソコンから印刷してしまったと考えられると

いうことでございます。これにつきまして、このような理由が考えられるものを抜粋して、先ほどの２枚つづ

りの表から抜粋したものでございます。 
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  次のページをごらんいただきたいと存じます。 

  こちらは、左側が委員会に提出した資料でございます。右側がもとになった文書でございます。黄色のマー

カーを引きましたが、そこが違った点でございます。このページにつきましては、試算の際に引っ張ってきた

ところの差によるものと言えます。 

  次のページをごらんください。 

  こちらは下の表でございますが、表の内容は同じものなんでございますけれども、体裁が違っていたり、表

現が異なっていたものがございました。表の中身は同じものでございます。 

  次のページをお開きいただきたいと存じます。 

  これは、左側に記号がついておりました。 

  次のページをお開きいただきたいと存じます。 

  こちらは、左側のところにはマーカーで引きましたように、このスケジュール表は同じものでございますけ

れども、その説明として抜き出した文章が左側にはついているということでございます。 

  最後のページをごらんいただきたいと存じます。 

  こちらは、前回の厚生文教委員会におきまして、尾崎委員のほうから御指摘がございまして、私どももこれ

は全く気づかなかったもので調べた結果、文章が違っていたというものでございます。こちらにつきましては、

左側のところには３本横線が引いてありますが、右のほうには同じような改行と申しますか、スペースがあい

てないという形式的なものもございました。 

  以上のように、資料につきまして総ざらいをいたしました結果、違う箇所が判明いたしました。大変厚生文

教委員会の審査に御迷惑をおかけしましたことを重ねておわび申し上げます。今回のことを真摯に受けとめま

して、先ほど話がございましたが、文書の管理等につきまして注意をして、これから対応してまいりたいと思

います。失礼します。 

ủ  ただいま報告があったわけでありますが、一たんこの件について、意見をちょうだい

できればと思いますがいかがでしょうか。 

ủ  前回の委員会以来、委員長のほうから総ざらいして、このようなことがないようにとい

うことで御指示もいただいて、きょう、教育長、副市長からも謝罪と今後このようなことがないようにという

ことでありました。ただ、これだけ違いがあるものがたくさんきょうぱっともらって、ちょっとどこがどうな

のかと、この場で判断つかないということもありますので、かといってこちらの陳情の審査もおくれています

ので、これは別途例えば所管事務調査みたいな形で扱うか、それとも問題があるという状況が明らかになった

ところで、ちょっと扱いを検討するのかということで、いずれにしてもちょっと精査をしてみる必要があるん

ではないかと思いますが。 

ủ  ただいま尾崎委員からそのような意見がございましたが、審査が若干おくれていると

いうこともありますので、この件につきましては、一たんペンディングをさせていただいた上で、改めて協議

を別途していただくという形にさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

ủ  では、そういう形でやらせていただきたいと思います。 

  それでは、改めまして質疑を続けさせていただきたいと思います。 

ủ  報告を聞きましたけれども、学校給食法がどうのこうのではなく、私が聞いているの
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は東大和市で給食を取り入れた根本的な理由があるわけなんですけど、それを学校教育部長が御存じかどうか

わからないんですけど、そもそも取り入れた当初の背景と理由を自分は聞きたかったということで再質疑させ

てもらいます。 

ủ  ここに確かな資料がなくて記憶になりますが、私が昭和40年に当時の大和町役場へ

入って最初にさせていただいたのが、今の第一給食センターがあるところの用地の測量だったわけであります。

あそこが元の町長の──根岸町長の土地だったということで、当時の町長がどうしても学校給食について、当

時はやっていませんでしたので、やりたいということで、御自分の土地を町のほうに提供したというようなこ

とがあって、そこの測量にもちろん手伝いですけれども、それであそこにできたというふうに思っています。

それが給食センターであり、単独方式にしなかったという理由については、ちょっと中身どうなってそうなっ

たかというのはわかりませんけれども、当時の町長はここに給食センターをつくるんだというようなことは、

私たちは聞いておりまして、それでもってその仕事に携わったと、そういうような記憶があって経過があると

いうことをお話できる範囲でありますけれども、そうだったというふうに思っています。 

ủ  答弁結構です。ただ私が知る範囲で、当時町であって新青梅、あるいは20号線の裏側

の農家の方の子供ですよね、当時、農家の経営も厳しく子供がまともに弁当を持っていけないというような中

で、我々は一般的に本村の生徒というと麦飯がまじっていて、本当におかずもないような弁当で、今でいう南

街と言うと失礼ですけども、新しく見えた住民の方はいいおかずで白米食べて、新聞紙で隠して食べていた状

況の中で、それを見かねた家庭科の先生が教育はみんな平等だという考えの中から、そういう子供たちのため

に給食を何とかできないかということで、当時の根岸町長にかけ合ってできたということは―私が言いた

いのは今の子供たちの父兄がどう思っているかわかりませんけれども、そういう心がけ、温かい気持ちがあっ

た中で、この学校給食が始まったということを理解していただいて、学校にすべて、給食のほうにすべてお願

いするというんじゃなく、そういうありがたみのある中で今後の給食もおいしくいただいていきたいというの

だけ、ちょっと話をさせてください。 

  以上です。 

ủ   それでは、９号陳情に対して確認をさせていただきたいと思います。 

  まず、陳情要旨の１番目として、「学校給食に対する教育委員会の考えを、まず市民に明確に示すよう、議

会として要請してください」という形でございます。この教育委員会の考え方云々を、この後で出てきますけ

ども、検討委員会を設けるなどしてくださいという要望にこたえまして、どのような形でスタートしたのかの

確認ですね。 

  それから、２番目としては、「老朽化した第一・第二給食センターについての検討を、あらゆる角度から分

析・実施して資料として示すよう議会として教育委員会に要請してください」、同じように要請ですね、教育

委員会に。 

  それから、３番目としては、「教育センターを新たに建設することについては、市民や給食利用者、食育に

関する学識経験者などを含む検討委員会を設置するよう」という形で要望が出ております。また、陳情理由の

中のほうにも載っておりますけども、「新たに検討委員会を設けるなどして」ということで、陳情の要望が

入っているわけでございますけども、これが陳情が出たのが９月14日ということで、この後学校給食センター

運営委員会が開催をされ、第２回ですかね、10月６日に開催され、この場において専門部会の設置というふう

な形で第１回目はこの10月６日から行われ、最終的には２月１日で専門部会を終了したというふうな形で、今
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回学校給食計画（案）についての最終答申という形でもって、学校給食センター運営委員会のほうから教育委

員会のほうに上がっていると。この検討委員会に対しての要望というのは、この最終答申の中を見ますと、す

べてかなっているんではないかと思うんですけども、その点いかがでしょうか。 

ủ  東大和市の学校給食計画（案）につきまして、学校給食センター運営委員会に

諮問をいたしました。そして、今委員からお話ございましたように、10月から立ち上げまして、専門部会を発

足し議論を重ねてまいりました。今回最終答申ということで、２月18日付で給食センター運営委員会から教育

委員会に答申をいただいております。その議論の経過の中におきましても、ここの陳情要旨に今ございました

ような点につきまして、各委員の皆様いろんな議論をし、例えば答申の形で読み上げますと、諮問事項につき

まして、現状の分析、あるいは問題点は何か、あるいは今後の課題は何かということを御検討いただき、その

検討内容や出された意見を答申の中にもまとめられております。それらを踏まえて、給食センター運営委員会

としての結論ということで、一つ一つにつきまして、文書をまとめて答申という形になっておりますので、議

論の中ではこれらについて反映ができているのではないかと考えております。 

  以上です。 

ủ   私もそう思うんですけど、この陳情理由の中にはちょっと協議機関として運営委員会と

いうものが逸脱しているんだというふうな形で、「新たに検討委員会を設けるなどして」というふうに要望と

しては出ているんですけども、新たに検討委員会をこれから今までとは別に設けるということは必要がないと

私は感じているんですけども、この内容に関しては今もう一回ちょっと確認させていただきますけども、既に

終わっているというふうに私はとりたいと思いますが、いかがでしょうか。 

ủ  教育委員会といたしましては、この学校給食計画（案）につきまして、学校給

食センター運営委員会に諮問をし答申もいただきました。これをもって、この答申を尊重していくというのが

努めだと考えておりますので、新たな委員会というものを別途立ち上げるという考えは持ってはおりません。 

ủ  幾つか伺います。 

  この陳情要旨で今他の委員からもありましたけれども、教育としての学校給食に対する教育委員会の考えと

いう点で、私前々回になりますか、こういうことを聞いたんですけども、学校給食法で給食の七つの目標を達

成するために、学校給食施設が学校と協力して、どのような実践をしているのか。その先進事例を示してほし

い。自校方式の市もたくさんあるわけですから、自校方式のこの市ではこういうすぐれた実践が可能になって

いる、自校方式のメリットを生かしきってやっている。だけども、給食センター方式のところでも工夫をして、

自校方式に負けないようなこういう実践やっている。そういう調査をして、教育委員会としてのこの施設建設

についての考え方を示してほしいんだという質問をしましたけども、それに対する答弁は一覧表で自校方式の

メリット、センター方式のメリット、それぞれのメリット、デメリットという話しかない、返ってこない。で

すから、そういう点ではこの陳情で言っているとおりだと思うんですよね。今からでも遅くないからそういう

調査もやって、教育委員会として学校給食法に定められた目標、これをどう達成するのかという大きな論立て

からきちっと立てて市民に理解を求めるということが必要だと思うんですけども、その点どうでしょうか。 

ủ   ただいまありました教育委員会が学校給食に対する、どのような考えを持っ

ているのか、自校方式で行っている地区、そしてセンター方式で行っている地区、これをきちんと調査をして

ということにつきましては、改めましてまた調査させていただいて御報告できればと思っていますが、私が今

調べた範囲で申し上げますと、まず東大和市、センター方式でございます。どのような取り組みをしているか、
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幾つか例を出させていただければと思いますけども、今年度栄養教諭が配置されまして、そしてさらには栄養

士、第一、第二給食センターで計４名おります。これが各校を回りまして、各校の食育リーダー、これは給食

主任でございますが、連携による学習指導による子供たちへの食の指導に取り組んでおります。地産地消を

テーマにした給食の食材を取り上げて、給食の時間に全校を回る取り組み、各校での給食指導、配膳方法等の

指導を行う。食に関する学習、５年生の家庭科ですとか、学級活動、または総合的な学習の時間に学校を訪問

し、担当の教師とともにティームティーチングによって専門的な見地から、子供たちへの指導に当たったとい

うことを取り組んでおります。 

  また、給食センターで実際どのような器具を使って調理をしているのか、これ実際に実物を提示して子供た

ちに指導をするという取り組みを行っております。 

  また、学校単独方式の地区でございますけど、取り組み的には特段私の今現段階での見解でございますけど、

これに相違する取り組みを行っているというのは聞いておりません。ただ、自校にありますものでから、実際

に調理している様子を見学することがオンタイムでできるということでございます。ただ、センター方式の地

域でも生活科の見学ですとか、社会科見学等で給食センターを見学して調理の現場を見る、若干の支障はあり

ますけど、そういう活動は十分対応できるというふうに考えております。どちらにしましても、再度きちんと

私のほうで調査させていただいて、資料提示をさせていただければと思っています。 

  以上でございます。 

ủ  先ほどございましたが、学校と連携しての実践例ということで、一つだけ御紹

介させていただきます。 

  この３月７日の東京新聞で紹介をされましたが、東京新聞の教育賞というのがございまして、市内の小学校

がそこの賞に選ばれました。中身はペロリ賞と申しますけども、一小の取り組みでございますが、一小では子

供にお腹がすいたと言わせる教育を目指そうということで、給食の食育、これまでも力を入れてきました。こ

こで申し上げましたペロリ賞というのは、給食を全部食べたかなというようなカードですとか、あるいは朝の

会での食育の指導等を通じて、子供たちにみずからの体を鍛えるためには食事が欠かせないというような、そ

ういう教育を実践されてきました。これは給食センターの給食を、自校方式ではありませんけども教材として

使いながら、ちょっとした工夫で残滓率も減り子供たちも意識して残さないで給食に対しての感謝の気持ち、

つくっていただいた方への感謝の気持ちなどをはぐくみながらいただいた賞なのではないかと考えております

ので、御紹介をさせていただきます。 

ủ  今御答弁いただきました１年間かけて担当も置いて調査をしてという点でいうと、私は

やはりそういうところに調査の主眼が置かれるべきで、そして学識経験者なども含めて、学校給食法が大きく

変わったこの時期に、どうしていくのかという視点からの審議が本来求められるというふうに思います。 

  あと１点ですけれども、学校給食センターの問題で、この最終答申でもここは自校式が理想的であるが、現

状では給食センター方式で全小中学校へ給食を提供することが望ましいというふうに書かれています。教育委

員会も、この間の御答弁で8,000食は可能という自信を深めているという言い方とか、視野に入れてというよ

うなことで言われているんですけれども、これは専門部会に教育委員会から出された資料、これは議員にも配

られていると思いますが、小中学校合わせたコスト比較という表があります。この表でイニシャルコストに半

年分のランニングコストをプラスしたものが主要事業計画の計上額になるという説明でしたけども、そうする

と8,000食の場合は20億4,900万円が主要事業計画の計上額になる。5,000食だと、つまり中学校分は調理しな
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い場合、食缶方式で16億7,750万円、スクールランチ方式で16億4,150万円なんです。 

  ところが、元気な東大和再生プランの主要事業計画に計上されている給食センターの建設費用は16億3,817

万円、これで言いますと幾ら自信を深めていただいても、スクールランチ方式がやっとできるかどうかという

ことになるわけですよね。この点で、副市長にも伺いたいと思うんですけども、市は元気な東大和再生プラン

は遵守するということで、わずか700万円の手数料値上げ、これ強行しました。国保税は１億800万円値上げす

るという考えを示しているわけです。給食センターについては、４億円の乖離があるということですけれども、

それでも8,000食つくるためには多尐は仕方がないということで、きちっと英断して進めるという観点なのか

どうか、副市長、それから教育長にも伺いたいと思います。 

ủ  私のほうの御質疑でございますが、市の事業としましては、おっしゃったとおりに

いろいろな事業があります。それに伴いまして費用もかかるということで、行革大綱及び元気な東大和再生プ

ランの中でいろんなことをうたっております。そして、給食センターの関係もいろいろな事業の中では検討し

ているわけですが、それなりに必要だというふうに思っているところでございますので、いろいろ検討した上

でベストの方法を見つけてやっていくのが私どもの仕事だと思っていますので、教育委員会のほうにつきまし

ては、十分検討した上で私どもはそういう答申を得た上で、再度検討した上で実施したいと、そんなふうに考

えているところでございます。 

ủ  まず最初に、自校方式のことについて検討すべきだったんじゃないかというふうに

お話がありました。これは、実は前に出た―以前の答申ですね、それは自校方式の話がありました。それ

を現在の尾又市長が施政方針の中で無理だということで、そのとき自校方式については無理というような話は、

それは今でも市長のお話ですから生きているというふうに思っています。それともう一つ、昭和42年ですかね、

そのときにセンター方式で始まったということは、これを自校方式に変えると大変難しいので、そのときに東

大和市の給食については、センター方式でいくということをずっと決めたと、決めざるを得なかったというこ

とだというふうに考えています。というのは、やはり自校方式をやれば建て替えていきますから、やはり７年

とか10年とかかかってきます。そういう点から、校舎の老朽化なんかも兼ね合わせますと、今ここですぐに単

独校方式を校舎の後ろに設備としてつくるというのは至難の業だということから、私の考えが主でありますが、

当初からセンター方式で、これはセンターを建て替えるんだという、建て替えるというよりは新しくするとい

うことをもとに、事務職の人たちに調査を依頼したという経緯があることをお話をさせていただきたいと思い

ます。 

  それから、8,000食の分については、当初やはり中学校分は外注という話が確かに主流としてなっていまし

た。ただ、それについてもこれを他の市の会社に頼むということはやはり大変難しい、としますと、市内へ企

業が用地を取得して施設をつくって、市にランチを提供するというようなスタイルですと、やはり相当な土地

のいわゆる工業地域の土地と、その中が狭いということもあって、これも大変難しい。そこで、小中合わせて

8,000食を市の施設としてできないかということで、途中で変えて8,000食をつくっていこうと。それでいけそ

うだと、九州のほうでやっているところがあるというようなことも含めて、その方向を考えていこうという方

向になったという経過がありますので、この施設は既にあるものを学校給食がもう既にあって、これは義務教

育に関することですから、国や都もそれについての補助金というのはなかなか難しいんですけども、起債等に

ついては相当優先的に見ていただけることになりますので、そういう点から8,000食でいこうということで今

現在あると、教育委員会としての考えはそうなっているということであります。 
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ủ  この際、動議を提出いたします。 

  本件につきましては、この陳情要旨の内容については、給食センター運営委員会等でも検討を進めていただ

きましたので、質疑を終了し、討論を省略し、趣旨採択として、直ちに採決されることを望みます。委員長お

いてよろしくお取り計らいのほどお願いいたします。 

ủ  ただいま御殿谷委員から、質疑を終了、討論を省略し、趣旨採択として直ちに採決さ

れたいとの動議が提出されました。 

  お諮りいたします。 

  本動議のとおり決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

ủ  御異議ないものと認め、さよう決し、直ちに採決いたします。 

  21第９号陳情 東大和市学校給食計画（案）に関する陳情、本件を趣旨採択と決することに御異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

ủ  御異議ないものと認め、よって、本件を趣旨採択と決します。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

ủ  次に、21第10号陳情 学校給食計画（案）の撤回・再検討を求める陳情、本件を議題

に供します。 

  これより質疑を行います。 

ủ  ここで市内の運動施設について、貧困な現状を踏まえて縮小でなく拡充を図ることとい

うことで陳情されています。それで、この点での現状をどのように認識され、ここでは「貧困な」と書いてあ

るわけですけれども、この現状をどう認識されているのか。今後の考え方について、どのように考えているの

か伺いたいと思います。 

ủ ⅝ↄ  今御指摘ありましたように、陳情書には「市内の運動施設については、貧困

な現状を」ということで、「縮小でなく拡充をはかること」というふうに書いてございます。私が考える現在

の段階で、今の市の財政状況で新たな運動施設をつくるのは難しい状況ではないのかなというふうに考えてご

ざいます。 

  それから、現在の体育施設の状況でございますが、東大和市の中には体育施設は16ございます。施設の数だ

けで26市で比較をしますと、26市の下位のほうに確かに位置をしております。管轄する行政区域内の面積をも

とに施設の数で計算をいたしますと、当市の場合、貯水池の部分がかなりございますので、貯水池の中は施設

は建てられませんから、その貯水池の面積を除いた施設で計算をいたしますと、26市中11番目ということで、

決して行政面積の中からいうと施設が尐ないとは言えないんではないかというふうに考えてございます。 

  以上です。 

ủ  これは、ここでは貧困だと言っていて、教育委員会としてはそうじゃないと言ってしま

うとなかなか先が見えないということになってしまうんです。それで、これは委員の皆さんもいろんな形で耳

にされていると思いますけれども、やっぱり運動施設足りないという声は根強く市民の皆さんの中にあるわけ

で、それにどうこたえていくのかという視点での取り組みは、当然望まれるというふうに思います。そういう

状況の中で、今回桜が丘市民広場の一部をつぶすということで、学校給食計画（案）も出ているわけですけれ
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ども、やはり困るという声が出るのは今の運動施設の現状を踏まえてのことだと思うんですよね。ほかにあれ

ばいいよということにもなったかもしれないわけですから、そこの認識をぜひ持っていただいて、財政状況で

ただ無理だというだけではなくて、この間警視庁グラウンドの問題や自治大学校のグラウンド、テニスコート

の問題も私一般質問でも取り上げましたけれども、限られた財政状況の中でも市民のスポーツ要求にこたえて

いくという点は必要なんではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

ủ ⅝ↄ  先ほど私が御説明させていただきましたのは、念頭にありますのは主に箱物

を中心として、新たに施設を建てるのは現在では無理な状況ではないかということが念頭にありましたので、

先ほどそのように御説明をさせていただきました。今尾崎委員さんがおっしゃるとおり、近隣の施設を活用さ

せていただいて市民サービスができるということであれば、私どもとしてはその努力をさせていただきたいと

思っております。 

  それから、今回桜が丘市民広場が縮小になるということで、資料で御提出させていただきましたが、いろん

な利用団体の影響が全然ないわけではございませんので、差し当たってゲートボール、お年寄りの方が多くな

さっていますので、午前とか午後とかの昼間時間にゲートボールをされる方が多いので、その時間帯を桜が丘

の市民広場ではないところでもできるところがないかということで、調査をしたりしているところです。まだ

完全に話―原則として市の施設の中でできるところがないかなということで調査をしておりますが、桜が

丘市民広場のような広い土地ではなくても、今新堀地区会館の狭いところでも我慢してやっていただいており

ますので、同じような状態でもできるスペースがあれば、社会教育のほうとしても確保して場所を提供したい

というふうには考えてございます。 

ủ  この学校給食計画（案）の最終答申でも、具体的な候補地ということで「桜が丘市民広

場の一部とする現在の案が望ましいが、より広い用地が確保できればさらに望ましい」という最終報告になっ

ていますので、やはりより望ましい方向で御努力をいただきたいと思います。よろしくお願いします。これは

要望です。 

ủ  給食センターが今現在予定しております桜が丘市民広場の一部を使いまして、建設され

た場合の話ですけども、現在の市民広場が縮小されるわけでありますけども、サッカーコートが小さくなる中

で、現在のコートより小さくなることで正式な試合ができなくなるようなことはあるんでしょうか。 

ủ ⅝ↄ  当初桜が丘の市民広場については、もう尐し広いスペースで給食センターを

建てたいというお話が事務レベルでございました。それで、まず社会教育部として頭に浮かびましたのは、

サッカーができなくなるのは困るということを一番最初に考えましたので、サッカー協会の方にそれは事前に

御相談というか、お聞きしました。長さですが、90メートルあれば大丈夫だよということを教えていただきま

したので、学校教育部のほうには90メートルだけは確保できるような範囲にしてほしいというふうに要望した

経過がございます。サッカー規則の第１条でございますが、そこにピッチの長さと幅の最小と最大が規定され

てございます。一般の試合ですと、長さが最小で90メートル、最大で120メートル、幅につきましては、最小

で45メートル、最大で90メートルとなってございます。現在教育委員会で想定しております新たなサッカーの

コートは、長さが90メートルで幅は65メートルが可能だというふうに考えてございますので、国内の正式試合

はできるコートを確保していると思っております。ただし国際試合になりますと、最小長さが100メートル必

要でございますので、桜が丘市民広場で国際試合はできませんが、国内の正式な一般の試合はできるというふ

うに考えてございます。 
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  以上です。 

ủ  これ陳情理由のところにありますけれども、90メートルから120メートルというふうに

なっているようですけども、サッカーの公式戦が105メートルで行われていると、現実の問題としてね。そう

いうところで、なるべくそこに近づけるということでやっているんだということで書かれていますので、規定

がこういう幅があるから大丈夫だということではない、現実としては105メートルで公式戦やっているという

ことだと思いますので、そこは認識をしていただきたいと思います。 

ủ  質疑を終了して御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

ủ  御異議ないものと認め、質疑を終了いたします。 

  討論を行います。 

〔発言する者なし〕 

ủ  討論を終了して御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

ủ  御異議ないものと認め、討論を終了いたします。 

  採決いたします。 

  この採決は起立により行います。 

  21第10号陳情 学校給食計画（案）の撤回・再検討を求める陳情、本件を採択と決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

ủ  起立尐数。 

  よって、本件を不採択と決します。 

  議事運営の都合上、ここで暫時休憩いたします。 

午後 ２時２０分 休憩 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午後 ２時２１分 開議 

ủ  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、21第14号陳情 （仮称）東大和市総合福祉センターの早期建設を求める陳情、本件を議題に供します。 

  前回の審査に引き続き質疑を行います。 

ủ  この問題については、こういうことで基本計画を作成してきたけれども、当面建設でき

ないということで市長からも言明がありました。しかし、市長自身の公約でもあり、早期に建設するという点

での点は変わらないと思うんですが、その点についてまず伺いたいと思います。 

ủ  この総合福祉センターにつきましては、市長はかねがね必要な施設というふうに認

識しております。そして、このセンターにつきましては、東大和市の福祉の向上という形を考えておりますの

で、私どもの市長はこの施設は財政的に許されれば、どうしてもやりたい施設だという認識は変わってないと

ころでございます。 

  以上でございます。 

ủ  それで、これについては基本計画策定検討委員会の記録なども読ませていただきました
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けれども、これにかかわった方が大変苦労もされて、もちろん市の職員も大変苦労されたと思いますけれども、

基本計画という形で基本的なところをまとめてきたという、そういう努力もこの中には詰まっているわけです

から、これはぜひ早期に進めていただきたいと思いますけれども、同時にこれがまず当座できないということ

になると、ここでやるべきものとして期待されていた事業ですよね。これがどうなるのかという問題が当然次

に出てくると思いますけれども、この点はどうなっているんでしょうか。 

ủ   この中で事業を幾つか上げておりますけども、その中におきまして、特に喫緊に行

わなければならない、当市におきまして非常に整備等がおくれている事業がございます。一つが相談支援事業

でございまして、相談者の一般相談、それから就労生活の支援事業の整備、それから特別支援学校を卒業した

方の日中活動の場の確保、さらにはみのり福祉園の生活介護の定員の拡大、三つ目といたしまして、高齢者の

地域包括支援センターの整備、その三つが早急にやらなければならないと市は考えておりますので、それを早

急に総合福祉センターの中において実施したいと考えておりましたので、それにつきまして今後それらの課題

をどうするかということを22年度になりましたら、早急に検討したいと考えているところでございます。 

  以上でございます。 

ủ  私は、これは早期建設を求めるということで進められてきて、ところが市長はまず来年

度については尐なくともできないという話になっているわけですから、これは議会としても早期建設を求める

とともに、当座できないということになっているわけですから、その施策について至急手を打つというか、手

当てをするというか、代替策をきちっと立てるということを求めるということを、議会としてそういう意見を

つけて、中身は採択でも趣旨採択でもあれですけれども、そういう意見をきちっとつけておく必要があるのか

なと思っておりますけどいかがでしょうか。（発言する者あり）意見として……。 

ủ  ただいま尾崎委員より、そういった御意見があったということであります。 

  質疑を続けます。 

ủ   私も、実はこの検討委員会のほうに名前を連ねていまして、うちの委員長もそうでしょ

うけども、どうでしょうか、この委員会を設立するに当たって、その前の段階で出ていた総合福祉センター案

と、新たな基本計画策定検討委員会で出した答申では、どこがどう変わったのかをちょっと教えていただきた

いと思います。２項目ばかり、何かふえているというふうにお話は聞いているんですけども、確認させてくだ

さい。 

ủ  実施事業につきまして、短期入所事業と日中一時支援という事業を加えて実施

することにいたしました。事業としては、その２事業を加えたというような変更がございます。 

  以上です。 

ủ  議論も出尽くしたようでございます。 

  この際、動議を提出いたします。 

  本件につきましては、質疑を終了し、討論を省略し、趣旨採択として直ちに採決されることを望みます。委

員長においてよろしくお取り計らいのほどお願いいたします。 

ủ  ただいま御殿谷委員から、質疑を終了、討論を省略し、趣旨採択として直ちに採決さ

れたいとの動議が提出されました。 

  お諮りいたします。 

  本動議のとおり決することに御異議ございませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

ủ  御異議ないものと認め、さよう決し、直ちに採決いたします。 

  21第14号陳情 （仮称）東大和市総合福祉センターの早期建設を求める陳情、本件を趣旨採択と決すること

に御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

ủ  御異議ないものと認め、よって、本件を趣旨採択と決します。 

  議事運営の都合上、ここで暫時休憩いたします。 

午後 ２時２９分 休憩 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午後 ２時３０分 開議 

ủ  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、22第４号陳情 食料の自給力向上と、食の安全・安心の回復に向けて、食品表示制度の抜本改正につ

いて国への意見書提出を求める陳情、本件を議題に供します。 

  朗読いたさせます。 

ủ  朗読いたします。 

  22第４号陳情 食料の自給力向上と、食の安全・安心の回復に向けて、食品表示制度の抜本改正について国

への意見書提出を求める陳情 

ủ  朗読が終わりました。 

  質疑を行います。 

ủ  現在の食品表示なんですけども、現状はどのようになっているのでしょうか。 

  それから、現状のトレーサビリティですけども、義務化することによりまして、消費者にどのような影響が

あるとお考えでしょうか。 

ủ ≥╙  まず、１点目の食品表示の現状でございますが、食品表示につきましては、

昨年９月に設置されました消費者庁におきまして、ＪＡＳ法、これは農林物資の規格化及び品質表示の適正化

に関する法律の略でございますが、そのＪＡＳ法、それから食品衛生法、健康増進法、その表示規制にかかり

ます事務を一元的に所掌いたしまして、表示基準等の企画立案を担当することとなってございます。各法に規

定されております食品表示の現状でございますが、まずＪＡＳ法では生鮮食品と加工食品のうち、対象品目に

つきまして、名称、原産地名、原産国、原材料名、内容量、消費期限または賞味期限、保存方法、製造者名、

遺伝子組み換え農産物である旨の表示、こういったものを表示することになってございます。 

  食品衛生法では名称、食品添加物、保存方法、製造者名、遺伝子組み換え農産物である旨の表示、アレル

ギー食品、こういったものを表示することになっております。 

  ３点目の健康増進法でございますが、栄養成分、特別用途表示、これは特定保健用食品、妊婦用品、嚥下困

難者用の食品、こういったものを表示することになってございます。 

  一方、この食品表示の現状は今のとおりでございますが、問題点も若干ございまして、問題点につきまして

は、まずＪＡＳ法につきましては、調理、冷凍食品、缶詰、瓶詰、レトルトパウチ食品、こういったものにつ

いては、表示の対象外となっております。そういった中で、平成20年１月に起こりました輸入冷凍ギョーザを

原因といたします食品被害問題、加工食品の産地偽装問題、昨年発生いたしました健康食品問題、トランス脂
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肪酸含有量の表示の関係ですね、こういったことによりまして、消費者の食品表示に関する不安が解消されて

いないといった問題が起こっているところでございます。 

  それから、２点目のトレーサビリティの義務化によって消費者にどのように影響するかということでござい

ますが、原料のトレーサビリティの義務化は食品の移動を追跡するものでございまして、直ちに食品の安全が

確保されるものではございませんが、食品の安全性に係る事故が生じたとき、あるいは表示の情報の信頼性が

揺らいだときに、商品の迅速な回収、それから問題の発生箇所の速やかな特定ができる。それから、安全なそ

のほかの流通ルートを確保して、安定的に供給することができる。これらの効果があるとされているところで

ございます。 

  以上でございます。 

ủ  他市におきましても同様の陳情が出ておりますのでしょうか。そして、その結果が出て

いる市がありましたら、状況をお知らせください。 

ủ  他市の同様の陳情、または請願の状況でございますけれども、今議会、３月等

の議会で出ているところが７市、既に採択されているところが６市でございます。継続審査が４市という状況

でございます。 

  以上でございます。 

ủ  今御説明いただいて、トレーサビリティ、原料原産地の表示の義務化が消費者にとって

有益だというお話と、それからこの遺伝子組み換え食品・飼料の表示についても欠陥があるということで、そ

の欠陥をふさぐことが必要だというお話もわかりました。それで、この体細胞クローン由来食品の商品化が間

近に迫っているということで、これ書かれていますけれども、この点どういう状況になっているのか、ちょっ

と伺いたいと思います。 

ủ  体細胞クローン由来食品でございますけれども、現在まずクローン家畜と呼ば

れるもので、世界各国で牛、豚、羊について研究が進んでいるということでございます。そのうち受精卵ク

ローンということと、今回問題になっております体細胞クローンということで、二つの種類があるというふう

に言われております。皆様も御承知のとおり、イギリスで1996年に誕生した羊のドリーというのが有名でござ

いますが、これは体細胞クローン技術で生まれた羊ということで、通常の羊の寿命の約半分で死んでしまった

ということで、体細胞クローンで生まれている家畜、牛が主でございますが、やはり寿命が短いというような

問題点があるというふうに言われております。 

  また、我が国では現在受精卵クローンで生まれた牛などについて、クローン家畜と表示する義務がございま

せん。任意表示とされております。表示がなく、この肉とか乳製品を販売することができることとされており

ます。食肉として実際に販売された頭数は約300頭ぐらいというふうに言われております。今回、体細胞ク

ローンで生まれた牛や豚については、実際国内では出荷の自粛を農林水産省が要請しており、流通はしていな

いということでございます。 

  以上でございます。 

ủ  そうすると、ここでは食品安全委員会では安全だと言っているけれども、消費者の中に

はそういうものは食べたくないという声も根強いというふうに書かれています。ですから、その点では尐なく

とも表示が義務化されれば、危険だと思う人がそれを食べなくて、選択ができるということになるということ

でよろしいんでしょうか。 
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ủ ≥╙  体細胞クローンがそういった形で表示されることになれば、そのような考え

で結構だと思います。 

ủ  まず１点だけ簡単な問題から、これ販売ということも含めまして、現在農家の方では

直売方法がすごくふえている中で、その中で規制にかからない缶詰とか、調理するものについてはということ

がうたってありますけれども、農家の直売をやっている方に関しての規制は、どのようにこれから移行してい

くのか、ちょっとお伺いしたいと思います。 

ủ  実際に農家で売っていらっしゃる方の表示規制については、今回のもしこれが

表示義務が全面的になった場合に、どれだけ規制がかかるかというところまでは、申しわけございませんが

ちょっと把握しておりません。ただ、20年の６月から東京都のほうで食品の表示に関する原料原産地表示に取

り組むということで、決められた品目に関しての原料原産地表示というものが、国より先に行われておりまし

て、既に都内の事業所に関しては、東京都の条例等に基づきまして、詳細な表示をしているという状況でござ

います。 

  以上でございます。 

ủ  わかりました。 

  それともう１点、輸入品目についての偽装事件が大分多かったんですが、私も横浜税関の湾岸労働組合の書

記長さんに現場の案内をしていただきまして、現状を視察した経緯もございます。確かに原材料の表示につい

ては、中国から含めまして、ベトナムから、それこそアジア一面の部分について横浜税関に揚がっております。

ところが、商社が買いつけているわけですよね、品物は。商社が買いつけたものを、要するに商社が加工業者

に卸しているわけですよね。原産は中国なら中国で出ますけれども、加工業者が加工する以上、食品衛生法に

基づいて当然やっているんでしょうけれども、物すごい薬で消毒しないと輸入物の野菜がもたないというのが

現状です。野積みということで、税関の倉庫に入れない野積みのものがありますけれども、横浜税関のあそこ

の港ではネズミもカラスも育たないというような状況の中で、物すごい強い薬品を使って処理しているわけで

すよね。 

  ５年も６年も野積みしたものを、商社が買い上げて加工業者に持ってっていると。ということは、我々が幾

らこれを論じても、国のほうでその入り口について、出口、入り口の問題ありますけれども、はっきりとして

いかない限りは、幾ら我々消費者、あるいは中間の業者が努力しても、最終的にはわからないところで加工さ

れたものを我々が口にしていると、100種類のビニール製品見れば90種類以上が輸入物だという形で理解して

ほしいということも聞きましたけれども、そういう根本的な問題も含めて、これ厳しいものがあろうかと思い

ますけれども、要するにここにあります抜本改正を求めることについては、当然反対しませんけれども、国の

ほうとしましても、この点はっきりと消費者が悪いのか、商社が悪いのか、どっちがいいかわかりませんけれ

ども、商社は市民をごまかして加工して、日本人に合った料理用でくるめをし直して売っているというのは事

実でございますので、その点も含めて国に本当にそういう部分については、早急にそういう調査も含めて、ぜ

ひやってもらいたいと思っておりますけれども、これは一つの要望という形でお願いします。 

ủ  ここで暫時休憩いたします。 

午後 ２時４４分 休憩 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午後 ３時 ４分 開議 



 

－38－ 

ủ  休憩前に引き続き会議を開きます。 

ủ  皆様の活発な御質疑出ましたが、この際動議を提出いたします。 

  本件つきましては、質疑を終了し、討論を省略し、趣旨採択として直ちに採決されることを望みます。委員

長においてよろしくお取り計らいのほどお願いいたします。 

ủ  ただいま御殿谷委員から、質疑を終了、討論を省略し、趣旨採択として直ちに採決さ

れたいとの動議が提出されました。 

  お諮りいたします。 

  本動議のとおり決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

ủ  御異議ないものと認め、さよう決し、直ちに採決いたします。 

  22第４号陳情 食料の自給力向上と、食の安全・安心の回復に向けて、食品表示制度の抜本改正について国

への意見書提出を求める陳情、本件を趣旨採択と決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

ủ  御異議ないものと認め、よって、本件を趣旨採択と決します。 

  お諮りいたします。 

  ただいま採択と決しました本陳情につきましては、委員会として意見書を提出することとし、意見書の案文

につきましては、正副委員長に御一任いただきたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

ủ  御異議ないものと認め、さよう決します。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

ủ  次に、特定事件調査 行政視察について、本件を議題に供します。 

  お諮りいたします。 

  本委員会おいて閉会中に行政視察を行うため、お手元に御配付いたしました「特定事件調査 行政視察」の

とおり、特定事件調査事項を決定したいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

ủ  御異議ないものと認め、さよう決します。 

  お諮りいたします。 

  ただいま決しました特定事件調査事項を、閉会中の継続審査とすることに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

ủ  御異議ないものと認め、さよう決します。 

  次に、閉会中の委員派遣についてお諮りいたします。 

  ただいま決しました特定事件調査のため、委員派遣を行う必要があります。 

  よって、会議規則第96条の規定に基づき、お手元に御配付いたしました「派遣承認要求書」のとおり、議長

に対して委員派遣承認要求をいたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

ủ  御異議ないものと認め、さよう決します。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 



 

－39－ 

ủ  これをもって平成22年第３回東大和市議会厚生文教委員会を散会いたします。 

午後 ３時 ６分 散会 

 

 


